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は
じ
め
に

　

南
宋
の
都
臨
安
は
、
末
期
に
は
人
口
が
百
万
人
を
越
え
て
い
た
と
の
説
も
あ
り
、
活
発
な
商
業
活
動
が
営
ま
れ
、
娯
楽
も
発
達
す
る
等
、

非
常
な
繁
栄
を
と
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
様
々
な
都
市
問
題
が
発
生
し
、
官
（
中
央
政
府
・
臨
安
府
）
は
そ
の
対
応
に

追
わ
れ
て
い
た
。
臨
安
で
発
生
し
た
都
市
問
題
の
う
ち
、
火
災
の
頻
発
・
治
安
維
持
・
飲
料
水
確
保
の
困
難
・
城
内
外
を
流
れ
る
運
河
の

淤
塞
等
に
関
し
て
は
比
較
的
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る（

１
）の
で
、
本
稿
は
研
究
の
乏
し
い
食
糧
問
題
、
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
飢
餓

に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題
や
官
側
の
対
応
に
関
し
て
は
、
寺
地
遵
氏
が
公
田
法
の
背
景
を
検
討
し
た
論
考
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い

る（
２
）。
寺
地
氏
は
、
南
宋
の
臨
安
は
主
に
外
部
か
ら
の
流
入
に
よ
っ
て
人
口
が
過
剰
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
官
か
ら
支
給
さ
れ

る
食
糧
（
米
）
に
依
存
し
て
い
た
た
め
、
都
市
の
運
営
・
秩
序
維
持
に
は
物
価
（
米
価
）
や
食
糧
供
給
の
安
定
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ

に
は
食
糧
を
備
蓄
し
て
お
く
巨
大
な
倉
庫
が
必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
南
宋
時
代
後
半
を
検
討
の
対
象
に
取
り
上
げ
、
淳

祐
年
間
（
一
二
四
一
〜
五
二
）
に
倉
庫
の
新
設
・
拡
張
が
行
わ
れ
た
の
は
、
嘉
煕
四
年
（
一
二
四
〇
）
に
臨
安
を
見
舞
っ
た
飢
餓
の
後
、



三
二

官
の
側
が
食
糧
備
蓄
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
り
、
景
定
四
年
（
一
二
六
三
）
以
降
公
田
法
が
実
施
さ
れ
た
の
も
、
景
定
三
年
に

臨
安
が
飢
餓
に
襲
わ
れ
た
後
、
や
は
り
食
糧
の
備
蓄
が
必
要
と
さ
れ
、
公
田
の
租
米
を
倉
庫
に
収
納
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
寺
地
氏
の
論
考
以
外
で
は
、
宋
代
の
救
済
制
度
・
救
済
政
策
に
関
す
る
研
究
の
中
で
、
主
に
臨
安
で
官
が
実
施
し
た
賑
糶
・
賑
済

等
の
対
策
に
つ
い
て
、
制
度
史
的
な
側
面
か
ら
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る（

３
）。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
通
観
す
る
と
、
次
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
も
そ
も
臨
安
で
発
生
し
た
食
糧
不
足
、

飢
餓
の
具
体
的
な
状
況
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
飢
餓
の
発
生
さ
せ
る
原
因
と
し
て
、
人
口
の
流
入
と
そ
れ
に
伴
う

人
口
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
諸
史
料
を
通
観
す
る
と
、
他
に
も
外
的
な
原
因
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

飢
餓
の
背
景
や
原
因
を
検
討
す
る
に
は
、
臨
安
と
外
部
と
の
関
係
を
よ
り
一
層
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
臨
安
で
官
が
行
っ
た

飢
餓
対
策
に
関
し
て
も
、
寺
地
氏
の
論
考
は
倉
庫
の
整
備
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
他
の
先
行
研
究
は
臨
安
の
み
を
対
象
と
し
て
お
ら
ず
、

対
策
の
全
貌
や
個
々
の
対
策
の
関
連
等
が
必
ず
し
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
、
臨
安
で
発
生
し
た
飢
餓
の
状
況
や
原
因
、
官
に
よ
る
飢
餓
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。

か
か
る
検
討
に
よ
っ
て
、
臨
安
の
食
糧
供
給
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
問
題
点
、
行
政
・
社
会
の
実
態
等
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
南
宋
の
都
・
江

南
の
都
市
と
し
て
の
臨
安
の
事
情
や
特
徴
等
の
一
端
が
垣
間
見
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
冒
頭
で
も
述
べ
た
如
く
、
臨
安

は
南
宋
の
都
と
し
て
繁
栄
を
謳
歌
し
、
と
も
す
れ
ば
明
る
く
華
や
か
な
都
市
で
あ
っ
た
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
抱
か
れ
る
。
し
か
し
飢
餓
に
対

す
る
検
討
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
、
臨
安
の
別
の
一
面
を
描
き
出
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
稿

で
は
『
宋
会
要
輯
稿
』
を
『
宋
会
要
』、『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
を
『
要
録
』、『
宋
史
全
文
続
資
治
通
鑑
』
を
『
宋
史
全
文
』
と
略
記
す

る
。
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一　

飢
餓
の
状
況
と
そ
の
原
因

１　

飢
餓
の
状
況

　

臨
安
で
発
生
し
た
飢
餓
に
は
、「
闕
食
」「
艱
食
」
等
と
表
記
さ
れ
る
比
較
的
軽
度
な
も
の
か
ら
、「
饑
」、
さ
ら
に
は
「
大
饑
」「
大
荒
」

等
と
表
記
さ
れ
る
、
餓
死
者
の
出
る
よ
う
な
深
刻
な
も
の
も
あ
っ
た（

４
）。
臨
安
に
お
い
て
発
生
し
た
飢
餓
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
表
１
の

通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
臨
安
は
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
（
一
一
六
四
〜
六
五
）、
淳
煕
八
年
〜
九
年
（
一
一
八
一
〜
八
二
）、
紹
煕
五
年

（
一
一
九
四
）、
嘉
泰
三
年
（
一
二
〇
三
）、
嘉
定
元
年
〜
二
年
（
一
二
〇
八
〜
〇
九
）、
嘉
煕
四
年
（
一
二
四
〇
）
に
、「
饑
」「
大
饑
」
と

称
さ
れ
る
飢
餓
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
餓
死
者
が
出
た
り
、
子
ど
も
の
遺
棄
が
行
わ
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
悲
惨
な
事
態
の
発
生
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
飢
餓
の
う
ち
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
、
嘉
定
元
年
〜
二
年
、
嘉
煕
四
年
の
飢
餓
の
状
況
に
つ
い
て
、

他
の
史
料
も
引
用
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
具
体
的
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
の
飢
餓
に
関
し
て
は
、『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
四
「
賑
貸
」、
乾
道
元
年
二
月
十
一
日
条
に
「
中
書
門
下
省
言

わ
く
、
臨
安
城
内
外
、
饑
民
頗
る
多
し
」
と
あ
り
、
同
書
食
貨
六
〇
―
一
四
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
二
月
二
六
日
条
に
見
え
る
監
察
御
史

程
叔
逵
の
言
に
「
今
飢
民
城
外
に
聚
り
、
而
し
て
就
粥
す
る
者
数
万
人
を
下
ら
ず
」
と
あ
り
、
多
数
の
、
数
万
人
を
下
ら
な
い
飢
え
た
人
々

が
臨
安
の
城
外
に
集
ま
っ
た
と
い
う
。
四
月
に
な
っ
て
も
、
五
日
に
一
度
米
の
支
給
を
受
け
る
飢
民
が
五
千
二
百
七
十
四
人
い
た（

５
）。
ま
た

『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
二
四
六
「
荒
政
」
に
は
、
兵
部
侍
郎
胡
銓
の
上
疏
と
し
て

　
　

 

是
時
（
乾
道
元
年
）
四
方
客
旅
、
斗
米
博
一
婦
女
、
半
斗
易
一
小
兒
、
左
右
前
後
之
人
、
不
以
実
告
、
致
仁
聖
之
沢
、
不
被
於
死
徙

之
民
、
非
陛
下
不
卹
民
也
。
此
亦
当
時
謀
国
者
、
不
能
先
事
而
圖
之
過
也
。
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表１　臨安における飢餓の状況一覧

年号 年 月 日 飢 餓 の 状 況 出　　典

紹興 5 12 9 雪寒により細民闕食す。 『宋会要』食貨 59-25

19 2 辛巳 浙東からの飢民、都市（臨安）に行乞し、餒死する者あり。『要録』巻 159

31 正 22 雪寒により細民艱食す。 『宋会要』食貨 59-36

隆興 2 8 23 臨安府米価増貴し、細民艱食す。 『宋会要』食貨 59-40

乾道 元 春 行都大いに饑え、殍徙する者あげて数うべからず。 『宋史』巻 67五行志

9 閏正 17 雪寒により細民艱食す。 『宋会要』食貨 58-12、
食貨 59-52

淳煕 8 冬 行都饑う。 『宋史』巻 67五行志

9 春 行都饑う。 『宋史』巻 67五行志

紹煕 5 冬 行都饑う。 『宋史』巻 67五行志

嘉泰 3 夏 行都艱食す。 『宋史』巻 67五行志

嘉定 元 是の歳、行都亦饑う。 『宋史』巻 67五行志

2 冬 行都大いに饑え、殍者市に横たわり、道に多く児を棄つ。『宋史』巻 67五行志

3 4 12 臨安府城内外の細民、病に因り或いは闕食を致す。 『宋会要』食貨 58-28

9 行都饑え、閭巷に殍有り。 『宋史』巻 67五行志

嘉煕 4 臨安府大いに饑う。 『宋史』巻 67五行志

景定 3 京城大いに饑う。 『宋季三朝政要』巻 3
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と
あ
り
、
こ
の
時
臨
安
で
は
食
糧
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
人
身
売
買
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
『
宋
史
』
巻
六
二
「
五

行
志
」
に
「
乾
道
元
年
、
行
都
及
び
紹
興
飢
え
、
民
大
い
に
疫
し
、
浙
東
・
西
も
亦
之
の
如
し
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
臨
安
を
含
む
両
浙
地

方
で
は
疫
病
も
流
行
し
て
い
た（

６
）。
右
に
紹
介
し
た
『
宋
会
要
』
食
貨
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
二
月
二
六
日
条
の
後
文
に
「
頗
ぶ
る
聞
く
、

漸
く
病
む
者
有
り
、
獘
れ
る
者
有
る
を
」
と
あ
り
、
こ
の
記
事
に
続
く
二
月
二
十
九
日
条
の
詔
に
「
臨
安
府
見
（
現
）
に
飢
民
を
賑
済
す

る
を
行
う
。
訪
聞
す
る
に
其
の
間
多
く
疾
病
の
人
有
り
。
窃
に
薬
の
服
餌
す
る
を
闕
く
を
慮
る
」
と
あ
る
の
は
、
臨
安
に
お
け
る
疫
病
罹

患
者
の
増
加
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

嘉
定
元
年
〜
二
年
に
か
け
て
発
生
し
た
飢
餓
は
、
と
り
わ
け
深
刻
且
つ
悲
惨
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
嘉
定
元
年
十
二
月
、『
宋

会
要
』
食
貨
六
八
―
一
〇
四
「
賑
貸
」、
同
年
同
月
八
日
条
に

　
　

臣
僚
言
、
都
城
近
日
糴
価
増
長
、
細
民
艱
食
、
嗷
嗷
然
皆
謂
、
目
今
米
斗
一
千
。

と
あ
る
通
り
、
米
価
が
一
斗
あ
た
り
千
文
（
即
ち
一
貫
、
一
升
に
換
算
す
れ
ば
百
文
）
に
ま
で
騰
貴
し
、
細
民
、
即
ち
下
層
民
が
米
を
購

入
で
き
ず
に
艱
食
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
因
み
に
臨
安
の
米
一
升
の
価
格
は
、南
宋
初
期
の
混
乱
期
に
は
百
文
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

十
二
世
紀
後
半
か
ら
、
十
三
世
紀
前
半
の
寧
宗
時
代
（
一
一
九
四
〜
一
二
二
四
）
ま
で
は
、
十
五
、六
文
を
中
心
に
、
十
二
、三
文
〜

二
十
四
、五
文
の
間
を
上
下
し
て
い
た
。
そ
し
て
理
宗
時
代
（
一
二
二
四
〜
六
四
）
以
降
は
五
十
文
を
超
え
る
ケ
ー
ス
が
出
現
し
て
い
る（

７
）。

一
升
百
文
と
い
う
価
格
は
、当
時
と
し
て
は
頗
る
高
額
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
翌
年
に
な
る
と
『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
一
〇
六
「
賑
貸
」、

嘉
定
二
年
十
二
月
十
四
日
条
に

　
　

 

臣
僚
言
、
都
城
内
外
、
一
向
米
価
騰
踴
、
銭
幣
不
通
、
閭
閻
細
民
、
饘
粥
不
給
、
為
日
已
久
。
今
又
値
大
雪
、
無
従
得
食
、
羸
露
形

体
行
乞
於
市
、
凍
饑
号
呼
僅
存
、
喘
息
纍
纍
不
絶
、
閉
門
絶
食
、
枕
籍
而
死
、
不
可
勝
数
。
甚
者
路
傍
亦
多
倒
斃
、
棄
子
於
道
莫
有

顧
者
。
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と
あ
り
、
寒
さ
も
加
わ
っ
て
細
民
の
中
に
は
餓
死
・
凍
死
す
る
者
が
出
た
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
を
路
傍
に
遺
棄
す
る
等
の
事
態
が
起
こ
っ

て
い
た
。
ま
た
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
二
四
八
「
荒
政
」
所
載
の
、
寧
宗
時
代
に
書
か
れ
た
袁
燮
の
輪
対
箚
子
に
は
、
こ
の
時
の
飢
餓
に

関
し
て

　
　

近
而
京
輦
米
斗
千
銭
、
民
無
可
糴
之
資
、
何
所
得
食
。
固
有
餓
而
死
者
、
有
一
家
而
数
人
斃
者
。

と
あ
り
、
一
家
で
数
人
の
餓
死
者
の
出
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
同
書
巻
二
四
七
「
荒
政
」
が
載
せ
る
秘
書
省
著
作
佐

郎
楊
簡
の
上
奏
に
は

　
　

 

在
都
城
之
内
外
、
民
有
餓
而
奪
市
食
者
乎
。
又
知
、
有
父
子
俱
餓
、
知
必
不
能
俱
生
、
遂
沈
其
子
女
於
江
者
乎
。
臣
所
聞
已
不
一
、

而
況
於
所
不
聞
乎
。
都
城
之
東
、
有
其
婦
憫
舅
姑
之
餓
曰
、
婦
當
鬻
身
助
給
舅
。
姑
聞
其
言
、
自
経
死
。
舅
知
姑
死
、
舅
又
自
経
死
。

子
帰
知
父
母
死
、
又
自
経
死
。
婦
以
舅
姑
及
夫
俱
死
、
又
経
死
。
又
有
取
小
兒
、
烹
食
之
者
。
嗚
呼
、
痛
哉
。
近
在
輦
轂
之
下
、
而

餓
死
者
至
於
此
極
、
而
況
於
遠
者
乎
。

と
あ
り
、
臨
安
城
内
外
で
は
食
物
を
め
ぐ
っ
て
略
奪
が
発
生
し
た
こ
と
、
将
来
を
悲
観
し
て
子
ど
も
を
殺
害
す
る
者
が
出
た
こ
と
、
舅
姑

が
飢
え
に
苦
し
む
の
を
見
た
嫁
が
、
身
売
り
し
て
舅
を
助
け
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
言
を
苦
に
し
た
舅
が
自
殺
し
、
そ
れ
を
見
た
姑
、

息
子
が
次
々
と
自
殺
し
、
最
後
に
は
嫁
ま
で
自
殺
す
る
と
い
う
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
、
喫
人
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
知
ら

れ
る
。
食
物
を
め
ぐ
る
騒
擾
の
発
生
に
つ
い
て
は
『
両
朝
綱
目
備
要
』
巻
一
一
、
嘉
定
二
年
十
一
月
丙
辰
条
の
割
注
に
も

　
　

是
冬
…
…
時
都
城
米
価
踴
貴
、
楮
幣
不
通
、
乞
丐
之
人
有
羣
攫
餅
餌
于
伝
法
寺
前
者
。

と
あ
る
。
な
お
『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
二
七
「
恤
災
」、嘉
定
二
年
三
月
二
十
九
日
条
所
載
の
御
筆
に
「
訪
聞
す
る
に
都
城
疾
疫
流
行
し
、

細
民
の
死
す
る
者
日
に
衆
し
」
と
あ
り
、『
宋
史
』
巻
六
二
「
五
行
志
」
に
も
「〔
嘉
定
〕
二
年
夏
、
都
民
の
疫
死
す
る
も
の
甚
だ
衆
し
」

と
あ
る
通
り
、
臨
安
で
は
飢
餓
と
と
も
に
疫
病
も
流
行
し
、
惨
状
に
拍
車
を
か
け
て
い
た（

８
）。



三
七

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

　

嘉
煕
四
年
の
飢
餓
の
様
子
に
関
し
て
は
、
杜
範
の
『
杜
清
献
公
集
』
巻
一
〇
「
吏
部
侍
郎
八
月
已
見
箚
子
」
に

　
　

 
物
価
騰
踴
、
昔
固
有
之
。
而
升
米
一
千
、
其
増
未
已
、
日
用
所
需
十
倍
於
前
、
昔
所
無
也
。
民
生
窮
瘁
、
昔
固
有
之
、
富
戸
淪
落
、

十
室
九
空
、
竈
罕
炊
煙
、
人
多
菜
色
、
昔
所
無
也
。
…
…
愁
嘆
之
声
相
聞
、
怨
怒
之
気
満
腹
、
里
巷
聚
語
、
首
問
粒
食
之
有
無
、
次

議
執
政
之
然
否
、
丐
于
道
、
投
于
江
、
往
往
有
之
。

と
あ
る
。
即
ち
物
価
が
騰
貴
し
て
米
一
升
が
千
文
を
超
え
る
勢
い
を
見
せ
て
い
る
こ
と
、
民
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
憔
悴
し
、
富
戸
は
凋
落

し
、
竈
か
ら
煮
炊
き
の
煙
は
上
ら
ず
、
飢
え
た
人
々
の
血
色
の
悪
い
こ
と
は
か
つ
て
な
い
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
愁
嘆
の
声
が
聞
こ
え
、
怨

み
と
怒
り
の
気
が
満
ち
、
街
頭
に
人
々
が
集
ま
れ
ば
ま
ず
食
糧
の
話
を
し
、
次
い
で
官
の
飢
餓
対
策
の
当
否
に
つ
い
て
議
論
す
る
、
飢
え

た
人
々
の
中
に
は
道
ば
た
で
物
乞
い
を
し
た
り
、
前
途
を
悲
観
し
て
で
あ
ろ
う
、
銭
塘
江
に
身
投
げ
し
て
自
ら
命
を
断
つ
者
も
い
る
、
と

い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
同
書
巻
一
一
「
上
已
見
箚
子
」
に
は

　
　

京
城
細
民
、
無
所
得
食
、
棄
擲
幼
孩
、
啼
号
載
路
、
而
結
衣
牽
裳
、
挙
家
沉
江
者
日
日
有
之
。

と
あ
り
、
臨
安
の
細
民
は
食
糧
が
手
に
入
ら
ず
、
子
ど
も
を
遺
棄
し
た
り
、
中
に
は
一
家
心
中
す
る
者
ま
で
出
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一

方
『
宋
季
三
朝
政
要
』
巻
二
に
は
、
嘉
煕
四
年
の
飢
餓
に
つ
い
て

　
　

都
城
大
荒
、
飢
者
奪
食
於
路
、
盜
於
隠
處
、
掠
売
人
以
徼
利
、
市
中
殺
人
以
売
、
日
未
晡
、
路
無
行
人
。

と
あ
り
、
食
糧
を
得
る
た
め
人
身
売
買
が
行
わ
れ
た
り
、
人
を
殺
し
て
そ
の
肉
を
売
買
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
以
上
に
紹
介
し
た
史
料
の
中
に
は
当
然
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
臨
安
が
時
と
し
て
深
刻
な
飢
餓
に
襲
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
十
分
明
ら
か
に
な
ろ
う
。



三
八

２　

飢
餓
の
原
因

　

臨
安
に
お
い
て
、
飢
餓
は
な
ぜ
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
飢
餓
発
生
の
主
な
原
因
と
し
て
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
飢
民
、
飢
餓
人
口

の
増
大
で
あ
る
。
臨
安
に
は
、
史
料
の
上
で
「
細
民
」「
貧
民
」「
貧
乏
之
人
（
家
）」「
小
人
」「
小
民
」
等
と
称
さ
れ
る
下
層
民
が
多
数

居
住
し
て
お
り
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
、
そ
の
数
は
城
内
外
で
二
十
万
人
を
超
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

９
）。
下
層
民
の
中
に
は
鰥
寡

孤
独
、
乞
丐
等
と
称
さ
れ
る
、
自
存
自
活
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
浮
浪
者
・
物
乞
い
の
類
が
い
た
。
彼
ら
は
都
市
社
会
の
最
下
層
に
位
置

す
る
人
々
で
あ
り
、
絶
え
ず
飢
餓
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
と
云
っ
て
過
言
で
な
く
、
冬
期
に
は
特
に
そ
れ
が
甚
だ
し
く
な
っ
た
。
ま
た
臨

安
で
は
か
か
る
基
層
的
な
飢
民
以
外
に
も
、
様
々
な
原
因
に
よ
っ
て
人
々
は
飢
餓
に
陥
っ
た
。
飢
民
が
増
大
す
る
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ

る
の
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
下
層
民
の
中
に
は
、
上
記
の
乞
丐
・
鰥
寡
孤
独
等
の
他
に
、
屋
外
で
日
雇
い
労
働
や
零
細
な
商
工
業
に
従
事
し
て
僅
か
な
日

銭
を
稼
ぎ
、
そ
れ
で
食
糧
（
主
と
し
て
米
）
を
購
う
と
と
も
に
、
長
屋
の
よ
う
な
借
家
に
家
賃
を
払
っ
て
住
む
人
々
が
存
在
し
た
。
こ
う

し
た
人
々
は
米
価
が
高
騰
し
た
場（

10
）合

、
貧
し
さ
故
に
米
を
買
う
こ
と
が
で
き
ず
、
飢
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
冬
期
に
厳
し
い
寒
さ
が

続
い
た
り
、
冬
期
以
外
で
も
長
雨
が
続
い
た
り
す
れ
ば
、
仕
事
が
で
き
な
い
た
め
収
入
の
道
を
絶
た
れ
、
た
ち
ま
ち
飢
餓
に
追
い
込
ま
れ

た
。
表
１
で
紹
介
し
た
、
紹
興
三
十
一
年
正
月
に
雪
寒
の
た
め
細
民
が
艱
食
し
た
と
い
う
事
例
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
長
雨
に
関
わ
る
記
事
と
し
て
は
『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
三
一
「
恤
災
」、
嘉
定
九
年
六
月
二
十
六
日
条
に

　
　

殿
中
侍
御
史
兼
侍
講
黄
序
言
、
邇
日
雨
澤
兼
旬
、
京
城
閭
巷
、
至
有
累
日
突
不
黔
者
、
或
饑
餓
所
迫
、
死
於
非
命
。

と
あ
る
。
黄
序
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
雨
が
二
十
日
余
り
も
続
く
た
め
下
層
民
が
失
業
状
態
に
陥
り
、
煮
炊
き
の
で
き
な
い
者
（
突
の

黔
か
ら
ざ
る
者
）、
即
ち
食
事
を
摂
れ
な
い
者
の
中
か
ら
餓
死
者
が
出
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
「
行
都
饑
え
、
閭
巷
に
殍
有
り
」
と

い
う
事
態
が
発
生
し
た
（
表
１
）
の
は
、
か
か
る
懸
念
が
現
実
化
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
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第
二
と
し
て
、
臨
安
で
は
火
災
が
頻
発
し
た
他
、
時
に
水
害
等
も
発
生
し
て
お（
11
）り
、
被
災
者
が
住
居
や
生
活
の
手
段
を
失
い
、
飢
え
る

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。『
宋
会
要
』
食
貨
五
九
―
二
三
「
恤
災
」、
紹
興
三
年
九
月
十
一
日
条
に

　
　

 
宰
臣
朱
勝
非
等
言
、
九
日
夜
、
朝
天
門
外
居
民
遺
火
、
延
燒
頗
広
。
上
（
高
宗
）
惻
然
曰
、
細
民
焚
其
室
廬
、
生
聚
何
従
得
食
、
必

有
甚
失
所
者
。

と
あ
り
、
朝
天
門
外
一
帯
で
起
こ
っ
た
火
災
で
被
災
し
た
細
民
が
失
所
し
、
飢
餓
に
陥
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
食
貨

五
八
―
一
七
「
賑
貸
」、
淳
煕
十
四
年
六
月
二
十
二
日
条
に
は
臣
僚
の
言
と
し
て

　
　

 

臨
安
府
宝
蓮
山
居
民
、
遺
火
延
燒
屋
宇
、
及
毁
拆
問
架
、
無
慮
五
七
百
家
。
其
家
多
是
浮
食
細
民
、
頓
喪
生
理
、
狼
狽
失
所
。
况
当

盛
暑
、
老
幼
暴
露
、
卒
未
着
業
、
委
実
可
憫
。

と
あ
り
、
宝
蓮
山
の
居
民
で
火
災
を
被
っ
た
細
民
が
生
業
を
失
い
失
所
し
た
と
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
も
飢
餓
状
態
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
臨
安
に
は
大
量
の
流
民
が
流
入
す
る
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
発
生
し
た
。
流
民
は
両
浙
・
淮
南
や
臨
安
府
に
付
属
す
る
属

県
（
銭
塘
・
仁
和
・
余
杭
・
臨
安
・
富
陽
・
於
潜
・
新
城
・
塩
官
・
昌
化
の
九
県
）
が
水
・
旱
・
蝗
害
等
の
天
災
に
見
舞
わ
れ
、
饑
饉
が

起
き
た
際
に
発
生
し
、
食
糧
を
求
め
て
臨
安
へ
流
移
し
て
き
た
。
ま
た
金
と
の
間
に
戦
争
が
起
こ
っ
た
場
合
、
戦
場
と
な
る
国
境
の
淮
南

か
ら
、
後
述
す
る
如
く
一
度
に
十
数
万
〜
多
い
時
で
百
万
人
に
も
達
す（
12
）る
と
い
わ
れ
る
人
々
が
戦
乱
を
避
け
て
江
南
へ
流
移
し
、
そ
の
一

部
が
や
は
り
食
糧
を
求
め
て
臨
安
へ
流
入
し
た
。
金
が
滅
ん
だ
後
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戦
争
に
際
し
て
も
、
淮
南
か
ら
の
流
民
が
臨
安
へ
移

動
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え（
13
）る
。
流
民
の
多
く
は
臨
安
に
た
ど
り
つ
い
た
時
、
着
の
身
着
の
ま
ま
の
飢
餓
状
態
に
あ
っ
た
。
表
１
で
紹

介
し
た
、
紹
興
十
九
年
に
浙
東
が
饑
饉
に
襲
わ
れ
、
そ
こ
で
発
生
し
た
流
民
が
臨
安
へ
流
移
し
、
中
に
は
餓
死
す
る
者
が
い
た
と
い
う
記

事
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
九
八
「
賑
貸
」、
慶
元
元
年
（
一
一
九
五
）
正
月
十
五
日
条
に
お
い
て
、
権
工



四
〇

部
侍
郎
兼
知
臨
安
府
の
徐
誼
が
「
今
歳
淮
浙
水
旱
あ
り
、
流
離
の
民
漸
く
市
廛
に
集
ま
り
、
其
の
勢
養
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
上
言
し
、

淮
南
・
江
浙
か
ら
の
流
民
を
救
済
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
要
請
し
て
い
る
の
も
、
彼
ら
が
飢
え
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

困
窮
し
た
下
層
民
や
流
民
等
の
飢
え
た
人
々
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
食
糧
の
供
給
が
減
少
す
る
こ
と
も
、
臨
安
に
お
け
る
飢
餓
発
生

の
背
景
に
は
存
在
し
た
。
臨
安
で
は
、
そ
の
周
辺
で
生
産
さ
れ
る
米
の
み
で
住
民
の
食
糧
需
要
を
充
足
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
住
民
の
食

用
米
は
浙
西
路
を
中
心
と
す
る
、
外
部
か
ら
運
び
込
ま
れ
る
米
に
依
存
し
て
い
た
。
北
宋
時
代
の
史
料
で
あ
る
が
、
元
祐
四
年
〜
六
年

（
一
〇
八
九
〜
九
一
）
に
か
け
て
知
杭
州
を
つ
と
め
た
蘇（

14
）軾

の
『
蘇
軾
文
集
』
巻
三
〇
「
論
葉
温
叟
分
擘
度
牒
不
公
狀
」
に

　
　

又
縁
杭
州
自
来
土
産
米
穀
不
多
、
全
仰
蘇
・
湖
・
常
・
秀
等
州
般
運
斛
㪷
接
済
。

と
あ
り
、
南
宋
時
代
に
関
し
て
は
呉
自
牧
の
『
夢
粱
録
』
巻
一
六
「
米
鋪
」
に

　
　

 

毎
日
街
市
食
米
、
除
府
第
官
舍
宅
舍
富
室
及
諸
司
有
該
俸
人
外
、
細
民
所
食
、
毎
日
城
内
外
不
下
一
二
千
余
石
、
皆
需
之
鋪
家
。
然

本
州
所
頼
、
蘇
・
湖
・
常
・
秀
・
淮
・
広
等
処
客
米
到
来
、
湖
州
市
米
市
橋
・
黒
橋
、
俱
是
米
行
接
客
出
糶
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
杭
州
・
臨
安
の
住
民
は
浙
西
路
の
平
江
府
（
蘇
州
）・
湖
州
・
常
州
・
嘉
興
府
（
秀
州
）
の
他
、

淮
南
・
広
州
等
で
生
産
さ
れ
、
客
商
に
よ
っ
て
運
び
込
ま
れ
る
米
を
食
用
と
し
て
お
り
、
そ
の
量
は
細
民
が
食
べ
る
分
だ
け
で
一
日
千
〜

二
千
石
に
も
達
し
て
い
た
と
い（
15
）う
。
膨
大
な
量
の
米
が
毎
日
臨
安
へ
運
び
込
ま
れ
、
住
民
の
食
糧
需
要
を
満
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
因

み
に
こ
う
し
て
臨
安
へ
届
い
た
米
は
、
城
外
に
店
舗
を
構
え
る
卸
商
が
一
旦
買
い
上
げ
、
牙
人
の
手
を
経
て
城
内
外
の
鋪
戸
（
小
売
を
行

う
米
屋
）
に
卸
売
り
さ
れ
、
住
民
へ
と
販
売
さ
れ（
16
）た
。

　

臨
安
が
米
の
供
給
を
仰
い
で
い
る
地
域
、
特
に
浙
西
路
が
水
・
旱
・
蝗
害
等
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
て
米
の
生
産
が
低
下
し
た
場
合
、
臨

安
へ
の
米
の
供
給
は
減
少
し
、
住
民
を
食
糧
不
足
、
さ
ら
に
は
飢
餓
へ
と
追
い
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
右
に
引
用
し
た
「
論
葉
温
叟
分
擘

度
牒
不
公
狀
」
の
続
き
に
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若
数
州
（
蘇
・
湖
・
常
・
秀
州
等
）
不
熟
、
即
杭
州
雖
十
分
豊
稔
、
亦
不
免
為
饑
年
。

と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
宋
金
間
で
戦
争
が
行
わ
れ
れ
ば
、
淮
東
方
面
に
駐
屯
す
る
軍
隊
の

軍
糧
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
り
、
浙
西
路
の
米
は
和
糴
さ
れ
、
淮
東
の
軍
糧
に
充
当
さ
れ（
17
）た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
浙
西
路
の
米
を
減
少

さ
せ
、
臨
安
へ
の
米
の
供
給
低
下
、
住
民
の
食
糧
不
足
、
飢
餓
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
浙
西
路
の
米
は
、
主
に
大
運
河
に
よ
っ
て
臨
安
へ
運
び
込
ま
れ
て
い
た
た
め
、
運
河
が
淤
塞
し
た
り
涸
れ
た
り
し
て
、
米
の
運

搬
に
困
難
や
支
障
が
生
じ
れ
ば
、
臨
安
に
お
い
て
米
価
の
高
騰
、
食
糧
の
不
足
、
飢
餓
の
発
生
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
後
に
述
べ
る
如

く
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
に
か
け
て
発
生
し
た
飢
餓
は
、
運
河
の
淤
塞
が
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
し
、
嘉
煕
四
年
の
飢
餓
も
、『
宋
史
』

巻
四
一
九
徐
栄
叟
伝
に

　
　

 

嘉
煕
四
年
、
拜
右
諫
議
大
夫
、
入
対
言
、
自
楮
幣
不
通
、
物
価
倍
長
、
而
民
始
怨
。
自
米
運
多
阻
、
粒
食
孔
艱
、
而
民
益
怨
。
此
見

之
京
師
者
然
也
。

と
あ
り
、『
杜
清
献
公
集
』
巻
一
一
「
上
已
見
箚
子
」
も
こ
の
時
の
飢
餓
の
様
子
を

　
　

河
運
不
通
、
斗
米
十
千
、
又
復
日
長
、
京
城
細
民
、
無
所
得
食
。

と
記
し
て
お
り
、
や
は
り
運
河
が
不
通
と
な
り
、
臨
安
へ
米
を
搬
入
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

臨
安
に
お
い
て
、
飢
餓
を
発
生
さ
せ
た
主
な
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
お
よ
そ
以
上
の
諸
点
で
あ
り
、
特
に
流
民
の
流
入
と
食
糧

供
給
の
減
少
が
重
な
っ
た
時
に
、「
大
饑
」「
大
荒
」
等
と
称
さ
れ
る
、
餓
死
者
の
出
る
よ
う
な
大
規
模
且
つ
深
刻
な
飢
餓
が
発
生
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
の
飢
餓
を
例
に
取
り
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
時
の
飢
餓
に
先
立
ち
、
紹
興
三
十
一
年
九
月
、
宋
・
金
間
で
戦
争
が
起
こ
っ
た
。
戦
争
は
乾
道
元
年
正
月
に
終
結
し
た
も
の
の
、『
宋

史
』
巻
六
七
「
五
行
志
」
に
「〔
隆
興
二
年
〕
淮
民
の
江
南
に
流
徙
す
る
者
数
十
万
」
と
あ
り
、『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
三
「
賑
貸
」、
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隆
興
二
年
十
一
月
十
九
日
条
の
臣
寮
の
言
に
「
淮
南
よ
り
流
移
す
る
百
姓
、
見
（
現
）
に
江
浙
州
軍
に
在
る
も
の
無
慮
十
数
万
」
と
あ
る

如
く
、
淮
南
か
ら
江
南
へ
十
数
万
〜
数
十
万
人
と
い
わ
れ
る
人
々
が
移
動
し
た
。
か
く
も
大
量
の
人
々
が
移
動
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
言

う
ま
で
も
な
く
戦
場
と
な
っ
た
淮
南
か
ら
戦
災
を
逃
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
同
書
食
貨
五
八
―
二
「
賑
貸
」、
隆
興
二
年
八

月
二
十
日
条
の
詔
に
「
訪
聞
す
る
に
淮
東
に
被
水
の
去
処
有
り
、
人
戸
遷
徙
す
」
と
あ
る
通
り
、
淮
南
が
水
害
に
襲
わ
れ
、
人
々
が
飢
え

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
淮
南
か
ら
江
南
へ
移
動
し
た
流
民
の
一
部
は
、
臨
安
へ
流
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
宋
史
』
巻
六
一
「
五
行
志
」
に

　
　

 

隆
興
元
年
八
月
、
浙
東
西
州
県
大
風
水
、
紹
興
・
平
江
府
・
湖
州
及
崇
徳
県
為
甚
。
二
年
七
月
、
平
江
・
鎮
江
・
建
康
・
寧
国
府
、
湖
・

常
・
秀
・
池
・
太
平
・
廬
・
和
光
州
、
江
隂
・
広
徳
・
寿
春
・
無
為
軍
、
淮
東
郡
皆
大
水
、
浸
城
郭
、
壊
廬
舍
・
圩
田
・
軍
塁
、
操

舟
行
市
者
累
日
、
人
溺
死
者
衆
。

と
あ
る
よ
う
に
、
隆
興
元
年
・
二
年
に
は
淮
南
以
外
に
両
浙
・
江
東
も
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
も
流
民
が
発
生
し
た
。
浙

西
路
に
関
し
て
は
『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
三
「
賑
貸
」、
乾
道
元
年
正
月
二
十
一
日
条
に

　
　

詔
、
浙
西
州
軍
被
水
災
去
処
、
已
令
賑
済
。
訪
聞
、
湖
・
秀
州
流
移
之
人
甚
衆
。

と
あ
り
、
湖
州
・
秀
州
で
大
量
の
流
民
が
出
た
と
見
え
て
い
る
。
同
書
食
貨
六
〇
―
一
三
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
正
月
二
十
二
日
条
が
載

せ
る
権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
の
上
言
中
に

　
　

近
縁
浙
西
州
軍
水
傷
、
尚
有
飢
貧
人
戸
、
多
在
本
府
城
内
外
求
乞
、
窃
慮
闕
食
。

と
あ
り
、
浙
西
路
の
水
害
に
よ
っ
て
飢
え
、
貧
窮
し
た
人
々
が
臨
安
城
内
外
で
食
を
求
め
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
浙
西
路
で
発
生
し

た
流
民
が
、
臨
安
ま
で
流
移
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
同
書
食
貨
五
八
―
三
「
賑
貸
」、
乾
道
元
年
二
月
三
日
条
の
詔
に
は

　
　

両
浙
・
江
東
州
軍
、
縁
去
歲
間
有
水
傷
去
処
、
致
今
春
米
価
翔
踴
、
細
民
流
移
、
甚
可
矜
恤
。
仰
守
令
、
多
方
措
置
賑
済
。
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と
あ
り
、
両
浙
・
江
東
の
州
軍
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
浙
西
路
以
外
に
浙
東
・
江
東
路
に
お
い
て
も
、
水
害
に
伴
い
流
民
が
発
生
し
た
の

で
あ
る
。
同
書
食
貨
六
〇
―
一
三
「
恩
恵
」、
隆
興
二
年
十
二
月
二
十
二
日
条
は
、
権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
の
上
言
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　

 
臨
安
府
近
城
、
多
有
飢
貧
之
人
。
…
…
日
来
多
有
郷
村
及
毗
近
州
県
飢
貧
人
戸
、
聞
知
本
府
賑
給
米
斛
、
乗
勢
前
来
陳
乞
支
請
。
若

或
一
概
支
給
、
窃
慮
人
衆
所
支
米
斛
至
多
、
若
不
賑
給
、
又
恐
有
失
朝
廷
寛
恤
之
意
。

臨
安
で
米
を
賑
給
（
賑
済
と
同
義
、
米
や
銭
の
無
償
給
与
を
指
す
。
賑
済
に
つ
い
て
は
後
述
）
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
近
隣
の
郷

村
や
州
県
の
貧
し
く
飢
え
た
人
戸
が
、
食
糧
を
求
め
て
臨
安
へ
押
し
か
け
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
中
に
は
浙
西
路
以
外
に
、

浙
東
・
江
東
路
か
ら
流
移
し
て
き
た
者
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
二
四
六
「
荒
政
」
に

　
　

 〔
兵
部
侍
郎
胡
〕
銓
又
上
疏
曰
…
…
窃
聞
、
乙
酉
（
乾
道
元
年
）
之
歳
、
北
関
門
外
民
戸
流
移
・
疾
疫
五
万
余
人
、
以
一
門
外
計
之
、

則
諸
門
可
見
。

と
あ
る
。
乾
道
元
年
に
は
北
関
門
（
余
杭
門
）
の
外
だ
け
で
流
民
・
疫
病
を
患
う
者
が
五
万
人
余
り
存
在
し
た
と
記
さ
れ
る
如
く
、
流
民

の
数
は
数
万
人
規
模
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。前
項
で
紹
介
し
た「
今
飢
民
城
外
に
聚
り
、而
し
て
就
粥
す
る
者
数
万
人
を
下
ら
ず
」（『
宋

会
要
』
食
貨
六
〇
―
一
四
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
二
月
二
六
日
条
）
と
あ
る
中
の
数
万
人
を
下
ら
ぬ
飢
民
も
、
流
民
が
そ
の
多
く
を
占
め

て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
一
方
、
臨
安
が
米
の
供
給
を
主
に
依
存
し
て
い
た
浙
西
路
で
は
、『
宋
会
要
』
食
貨
四
〇
―
三
九
「
市
糴
糧
草
」、
隆
興
二
年

十
月
十
四
日
条
に

　
　

 

近
縁
今
夏
及
秋
雨
水
為
災
、
浙
西
州
県
多
損
民
田
、
而
江
東
圩
田
亦
因
水
衝
蕩
、
少
有
存
者
。
其
両
路
所
納
苗
米
、
除
减
放
外
、
必

不
及
分
数
。

と
あ
る
如
く
、
水
害
を
受
け
て
米
の
生
産
が
低
下
し
、
秋
苗
の
徴
収
を
減
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
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金
が
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、同
路
の
米
は
和
糴
さ
れ
、淮
東
に
駐
屯
す
る
軍
隊
の
軍
糧
に
充
当
さ
れ
た
。
同
書
食
貨
四
〇
―
三
五
「
市

糴
糧
草
」、
隆
興
元
年
七
月
二
十
五
日
条
に

　
　

 

戸
部
言
、
内
外
不
住
添
屯
軍
馬
、
合
用
糧
斛
、
比
旧
増
広
数
万
浩
瀚
。
今
来
秋
成
不
遠
、
理
宜
措
置
收
糴
添
助
支
用
。
今
且
以
毎
石

作
二
貫
文
、
除
湖
北
京
西
路
就
用
去
処
、
已
降
本
錢
外
、
欲
科
降
去
年
和
糴
米
支
使
不
尽
本
銭
、
并
支
降
度
牒
見
銭
關
子
等
、
今
逐

路
転
運
司
拘
收
、
照
応
市
価
低
賤
去
処
、
依
時
価
尽
本
通
融
、
收
糴
好
米
。
欲
、
浙
西
路
糴
四
十
万
碩
、
支
降
本
銭
八
十
万
貫
、
糴

到
米
除
撥
付
淮
東
総
領
所
、
補
樁
積
米
一
百
万
石
数
外
、
余
并
赴
平
江
府
・
鎮
江
・
常
州
安
頓
。

と
あ
り
、
軍
糧
と
し
て
用
い
る
米
の
額
が
膨
大
で
あ
る
と
し
て
隆
興
元
年
七
月
、
戸
部
の
上
言
に
従
い
、
浙
西
路
で
本
銭
八
十
万
貫
を
用

い
て
米
四
十
万
石
が
和
糴
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
は
平
江
・
鎮
江
府
、
常
州
に
備
蓄
さ
れ
た
が
、
淮
東
総
領
所
へ
送
ら
れ
た
分
も
あ
っ
た
と

い
う
。
か
か
る
措
置
は
水
害
に
よ
っ
て
生
産
が
低
下
し
、た
だ
で
さ
え
減
少
し
て
い
た
浙
西
路
の
米
を
一
層
減
少
さ
せ
た
筈
で
あ
る
。『
宋

会
要
』
食
貨
四
〇
―
四
〇
〜
四
一
「
市
糴
糧
草
」、
乾
道
元
年
二
月
二
十
五
日
所
載
の
司
農
少
卿
張
宗
元
の
上
言
に

　
　

今
歳
米
価
、
比
之
常
年
、
増
加
両
倍
以
上
。
兼
浙
西
自
此
以
後
、
米
榖
日
少
、
必
艱
糴
及
逓
年
之
数
。

と
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
宋
会
要
』
食
貨
五
三
―
二
九
「
義
倉
」、
隆
興
元
年

十
二
月
二
十
五
日
条
の
詔
に

　
　

臨
安
府
近
縁
河
道
浅
渋
、
客
米
興
販
未
至
、
深
慮
民
庶
艱
食
。

と
あ
り
、
こ
の
時
浙
西
路
か
ら
米
を
輸
送
す
る
大
運
河
の
河
道
が
臨
安
の
近
く
で
埋
も
れ
て
浅
く
な
り
、
臨
安
へ
米
を
運
ぶ
客
商
の
船
の

航
行
に
支
障
を
き
た
す
と
い
っ
た
事
態
ま
で
も
発
生
し
て
い
た
。
右
に
述
べ
た
如
く
臨
安
へ
の
米
の
供
給
が
減
少
す
る
反
面
、
数
万
人
に

及
ぶ
飢
え
た
流
民
が
流
入
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
冬
期
に
は
臨
安
在
住
の
下
層
民
で
も
飢
餓
に
陥
る
者
が
お
り
、
か
く
て
飢
え
た
人
々
の

数
が
急
増
し
、
餓
死
者
ま
で
出
る
深
刻
な
飢
餓
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ（
18
）る
。
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二　

対
策

　

臨
安
は
都
で
あ
る
が
故
に
、
飢
え
た
人
々
が
暴
動
で
も
起
こ
せ
ば
、
最
悪
の
場
合
、
国
家
の
転
覆
と
い
っ
た
事
態
に
つ
な
が
り
か
ね
ず
、

官
は
飢
餓
対
策
に
力
を
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
臨
安
は
皇
帝
の
お
膝
元
で
あ
り
、
皇
帝
の
徳
や
恩
沢
を
示
す
た
め
に
も
、
飢
え

た
人
々
を
放
置
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
臨
安
で
実
施
さ
れ
た
飢
餓
対
策
の
う
ち
、
賑
糶
・
賑
済
・
施
粥
、
倉
庫
の
整

備
、
勧
分
、
招
商
・
閉
糴
の
禁
止
等
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
て
み
た（
19
）い
。

１　

賑
糶
・
賑
済
・
施
粥

　

臨
安
に
お
け
る
飢
餓
対
策
の
中
心
を
占
め
て
い
た
の
は
賑
糶
・
賑
済
で
あ
る
。
賑
糶
と
は
市
価
よ
り
も
安
く
米
を
出
売
す
る
措
置
、
賑

済
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
米
や
銭
の
無
償
給
与
を
指
す
。
臨
安
で
は
米
価
が
騰
貴
す
る
と
、
賑
糶
が
行
わ
れ
た
他
、
冬
期
や
長
雨
等
の
際

に
下
層
民
が
失
業
し
て
困
窮
し
、
市
価
で
米
を
購
入
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
た
場
合
に
も
、
賑
糶
が
実
施
さ
れ
た
。『
宋
会
要
』
食
貨

五
九
―
四
〇
「
恤
災
」、隆
興
二
年
（
一
一
六
四
）
八
月
二
十
三
日
条
に
「
詔
す
ら
く
、臨
安
府
は
米
価
増
貴
し
、細
民
艱
食
す
。
常
平
〔
倉
〕

を
し
て
米
二
万
石
を
出
し
て
賑
糶
せ
し
む
」
と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
な
お
同
書
食
貨
五
九
―
三
六
「
恤
災
」、
紹
興
三
十
一
年

（
一
一
六
一
）
正
月
二
十
二
日
条
に
「
詔
す
ら
く
、
雪
寒
に
よ
り
細
民
艱
食
す
。
臨
安
并
び
に
属
県
を
し
て
常
平
米
を
取
撥
し
、
市
価
に

依
り
て
半
分
を
減
じ
、
官
に
委
ね
て
四
散
し
、
場
を
置
き
広
く
糶
す
る
こ
と
十
日
な
ら
し
む
」
と
あ
る
如
く
、
賑
糶
の
際
に
臨
安
で
は
、

米
は
市
価
の
半
分
で
出
売
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
場
と
称
さ
れ
る
米
の
販
売
場
が
設
け
ら
れ
、
一
日
に
一
定
時
間
開
場

さ
れ
た
。
賑
糶
の
対
象
者
が
あ
ら
か
じ
め
抄
箚
（
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
）
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ（
20
）た
。

　

着
の
身
着
の
ま
ま
の
流
民
が
大
量
に
臨
安
へ
入
っ
て
来
た
り
、
下
層
民
の
困
窮
が
甚
だ
し
く
な
っ
た
り
し
て
、
賑
糶
さ
れ
た
安
価
な
米



四
六

さ
え
購
入
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
文
字
通
り
無
一
文
の
飢
え
た
人
々
が
増
加
し
た
場
合
に
は
、
賑
済
が
実
施
さ
れ
た
。
賑
済
の
具
体
例

と
し
て
『
宋
会
要
』
食
貨
六
〇
―
一
二
〜
一
三
「
恩
恵
」、
隆
興
二
年
十
二
月
十
二
日
条
に

　
　

 

権
發
遣
臨
安
府
薛
良
朋
言
、
本
府
奉
詔
取
撥
常
平
米
、
委
両
通
判
賑
給
飢
貧
乏
人
。
今
措
置
、
分
委
曹
職
官
、
同
廂
官
于
在
城
并
城

南
北
廂
巡
門
抄
箚
、
実
係
飢
貧
別
無
経
営
之
家
、
及
流
移
人
、
開
具
姓
米
（
名
の
誤
り
）、
支
米
半
月
大
人
每
口
一
斗
五
升
、
小
児

减
半
、
委
両
通
判
、
踏
逐
城
南
北
廂
寛
闊
寺
院
、
置
場
照
関
子
支
給
。

と
あ
る
。
即
ち
権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
の
上
奏
に
基
づ
き
、
城
内
外
に
曹
職
官
・
廂（

21
）官

を
派
遣
し
て
賑
給
即
ち
賑
済
を
行
う
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
飢
貧
に
し
て
別
に
経
営
無
き
の
家
及
び
流
移
の
人
」、
即
ち
臨
安
在
住
の
下
層
民
・
貧
民
で
現
在
生
活
の

手
段
が
な
く
飢
餓
状
態
に
あ
る
人
々
、
及
び
外
部
か
ら
の
流
民
を
抄
箚
し
、
城
内
外
の
寺
院
に
場
と
呼
ば
れ
る
支
給
所
を
設
け
、
常
平
米

（
常
平
倉
に
収
納
さ
れ
る
米
）
を
撥
し
、
通
判
に
委
ね
、
関
子
（
米
の
引
換
券
）
に
照
ら
し
て
大
人
一
人
あ
た
り
半
月
分
の
食
糧
と
し
て

米
一
斗
五
升
、
子
ど
も
に
は
そ
の
半
額
を
支
給
し
た
。
こ
の
時
賑
済
が
行
わ
れ
た
の
は
、
淮
南
や
浙
西
か
ら
臨
安
へ
流
民
が
押
し
寄
せ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
冬
期
に
入
っ
て
下
層
民
が
困
窮
の
度
を
増
し
、
そ
の
結
果
、
賑
糶
米
さ
え
買
え
な
い
、
貧
し
く
飢
え
た
人
々
が

増
大
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
半
月
分
の
食
糧
と
し
て
一
斗
五
升
と
い
う
こ
と
は
、
一
日
分
は
約
一
升
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
火
災
で
焼
け
出
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
も
、
賑
済
が
行
わ
れ
た
。『
宋
会
要
』
食
貨
五
九
―
二
三
「
恤
災
」、
紹
興
二
年
八
月
九
日

条
に

　
　

 

詔
、
臨
安
府
被
火
百
姓
、
許
於
法
慧
寺
及
三
天
竺
寺
等
処
権
安
泊
、
応
客
店
亦
許
安
下
。
…
…
内
孤
貧
不
能
自
存
之
人
、
令
户
部
省

倉
支
米
二
千
碩
、
付
臨
安
府
賑
済
、
仍
開
具
賑
済
過
人
数
、
以
聞
。

と
あ
り
、
被
災
者
の
中
で
自
存
で
き
な
い
者
に
対
し
、
賑
済
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
物
乞
い
・
浮
浪
者
に
対
し
て

は
、
官
は
養
済
院
・
安
済
坊
等
の
救
済
施
設
へ
収
容
し
て
銭
米
を
支
給
し
、
病
人
に
は
治
療
・
施
薬
を
行
っ（

22
）た

他
、
冬
期
に
飢
え
る
の
を



四
七

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

予
防
す
る
た
め
、
冬
の
初
め
か
ら
春
ま
で
の
一
定
期
間
、
賑
済
を
実
施
し
た
。
臨
安
に
お
い
て
、
冬
期
の
賑
済
を
命
じ
る
詔
は
、
紹
興
年

間
（
一
一
三
三
一
〜
六
二
）
か
ら
度
々
出
さ
れ
て
い（
23
）る
が
、
最
も
内
容
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
隆
興
元
年
の
次
の
詔
で
あ
る
。
即
ち
『
宋

会
要
』
食
貨
六
〇
―
一
二
「
恩
恵
」、
同
年
十
月
十
四
日
条
に

　
　

 

詔
、
天
気
尚
寒
、
其
街
市
飢
凍
乞
丐
之
人
、
令
行
指
置
養
濟
、
可
令
臨
安
府
自
十
一
月
一
日
為
始
、
其
合
用
銭
米
并
約
束
事
件
、
并

依
節
次
指
揮
、
毎
歳
飢
凍
乞
丐
之
人
、
令
臨
安
府
措
置
養
済
、
率
以
十
月
十
五
日
抄
箚
、
十
一
月
一
日
為
始
、
俵
散
銭
米
、
至
次
年

二
月
終
住
支
、
大
人
日
支
米
一
升
・
銭
一
十
文
足
、
小
児
減
半
。
以
二
月
天
気
尚
寒
、
後
降
指
揮
又
展
半
月
、
逐
年
遂
為
常
例
。

と
あ
り
、
十
月
十
五
日
ま
で
に
乞
丐
を
抄
箚
し
、
十
一
月
一
日
〜
翌
年
二
月
末
ま
で
の
間
、
大
人
に
は
一
日
米
一
升
・
銭
十
文
、
子
ど
も

に
は
そ
の
半
ば
を
支
給
し
、天
候
に
よ
っ
て
は
半
月
間
の
延
長
も
認
め
る
こ
と
が
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
臨
安
に
お
い
て
、

賑
済
の
際
に
支
給
さ
れ
る
米
の
額
は
、今
ま
で
紹
介
し
た
史
料
に
記
さ
れ
る
通
り
、一
日
大
人
一
人
あ
た
り
一
升
と
い
う
の
が
相
場
で
あ
っ

た
。
ま
た
一
回
の
賑
済
で
支
給
さ
れ
る
米
の
総
額
は
、
飢
え
た
人
々
の
数
、
飢
餓
の
状
況
に
応
じ
て
異
な
る
が
、
二
、三
千
石
〜
三
十
万

石
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ（

24
）た

。
臨
安
で
は
賑
糶
・
賑
済
は
大
規
模
に
実
施
さ
れ
、
官
側
の
財
政
的
な
負
担
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

臨
安
で
は
賑
糶
・
賑
済
の
他
に
、
施
粥
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
施
粥
と
は
飢
民
に
対
し
、
生
存
す
る
の
に
最
低
限
必
要
な
量
の

稀
粥
（
水
粥
）
を
無
償
で
支
給
す
る
措
置
で
あ
り
、
賑
糶
・
賑
済
用
の
米
が
不
足
し
た
場
合
に
実
施
さ
れ
た
。
た
だ
、
施
粥
は
米
で
は
な

く
、
粥
と
い
う
直
ち
に
口
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
食
物
を
提
供
す
る
た
め
、
そ
れ
を
求
め
る
飢
民
の
さ
ら
な
る
流
入
を
招
い
て
し
ま
う
等
、

問
題
が
多
く
、
通
常
は
行
わ
れ
な
い
、
官
に
と
っ
て
窮
余
の
一
策
で
あ
っ（
25
）た
。
臨
安
に
お
い
て
も
、
施
粥
に
関
し
て
は
二
例
が
検
索
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。
第
一
の
事
例
は
『
宋
会
要
』
食
貨
六
〇
―
一
三
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
（
一
一
六
五
）
正
月
二
十
二
日
条
に

　
　

 

権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
言
、
近
縁
浙
西
州
軍
水
傷
、
尚
有
飢
貧
人
戸
、
多
在
本
府
城
内
外
求
乞
、
窃
慮
闕
食
。
本
府
欲
、
支
撥
常
平

義
倉
米
斛
、
委
官
于
近
城
寺
院
一
十
二
処
煮
粥
給
散
養
済
。
詔
依
。



四
八

と
あ
り
、
権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
の
上
言
に
よ
り
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
に
か
け
て
の
飢
餓
の
際
に
施
粥
が
実
施
さ
れ
た
。
右
の
史
料

に
よ
れ
ば
、
常
平
米
の
他
、
義（

26
）倉

の
所
蔵
米
ま
で
出
し
て
、
臨
安
近
城
の
寺
院
十
二
箇
所
に
お
い
て
施
粥
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

当
時
臨
安
で
施
粥
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
再
三
述
べ
て
き
た
如
く
、
淮
南
や
浙
西
等
か
ら
数
万
人
と
も
い
わ
れ
る
飢
餓
状
態
の

流
民
が
流
入
し
、
賑
済
用
の
米
が
不
足
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

上
記
以
外
に
も
、『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
七
七
「
賑
貸
」、
淳
煕
八
年
（
一
一
八
一
）
九
月
二
十
八
日
条
に

　
　

 

知
臨
安
府
王
佐
言
、
奉
詔
措
置
賑
済
城
外
饑
民
、
已
於
諸
処
寺
院
、
差
官
監
視
煮
糜
粥
、
給
散
養
済
、
更
乞
撥
省
倉
米
三
千
石
。
従

之
。

と
あ
り
、
知
臨
安
府
王
佐
の
上
言
に
基
づ
き
、
臨
安
城
外
の
飢
民
を
対
象
と
し
て
、
諸
処
の
寺
院
に
お
い
て
施
粥
が
実
施
さ
れ
た
。
施
粥

用
の
米
に
は
賑
糶
・
賑
済
用
の
倉
庫
で
あ
る
常
平
倉
や
豊
儲
倉
（
後
述
）
の
所
蔵
米
で
な
く
、
本
来
皇
族
・
官
僚
・
兵
士
等
の
俸
給
米
を

収
納
す
る
省（

27
）倉

の
米
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
や
は
り
賑
済
用
の
米
が
不
足
し
た
た
め
、
や
む
な
く
施
粥
が
行
わ
れ
た
と

見
ら
れ
る
。
な
お
臨
安
に
お
け
る
施
粥
の
際
に
、
ど
の
程
度
の
額
の
米
が
支
給
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
臨
安
以
外
の
都
市
や
地
域
で

は
、
施
粥
の
支
給
額
は
賑
済
よ
り
も
少
額
で
、
一
日
大
人
一
人
あ
た
り
米
五
合
以
下
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い（
28
）う
か
ら
、
恐
ら
く
臨
安
で

も
そ
の
程
度
の
額
が
支
給
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

賑
糶
・
賑
済
を
は
じ
め
と
す
る
飢
餓
対
策
は
、
現
実
に
は
胥
吏
の
不
正
等
、
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
は
臨
安

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
臨
安
で
実
施
さ
れ
た
賑
糶
・
賑
済
に
絡
ま
る
問
題
を
紹
介
し
て
い
く
と
、
例
え
ば
賑
済
に
お
い
て
、
壮
健

で
生
業
を
持
ち
、
飢
え
て
も
い
な
い
者
が
、
貧
民
と
偽
っ
て
銭
米
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
臨
安
府
の
属
県
で
行
わ
れ
た
賑
済

に
関
す
る
史
料
で
あ
る
が
、『
要
録
』
巻
一
七
八
、
紹
興
二
十
七
年
十
月
癸
丑
条
に

　
　

 

権
戸
部
侍
郎
林
覚
等
言
、
冬
月
養
済
、
務
在
均
給
貧
乏
。
今
措
置
臨
安
府
両
県
在
城
兵
官
下
公
人
及
甲
頭
、
如
抄
箚
貧
民
姓
名
不
実
、



四
九

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

及
詭
名
冒
請
銭
米
。
…
…
先
是
右
正
言
朱
倬
以
浙
西
提
挙
官
入
対
、
論
其
弊
、
以
為
狡
獪
者
挙
家
皆
預
支
請
、
而
貧
窶
者
反
見
棄
遺
。

と
あ
っ
て
、
賑
済
の
実
施
に
あ
た
り
、
貧
民
の
姓
名
を
抄
箚
す
る
際
に
、
貧
民
で
な
い
者
が
登
録
さ
れ
、
銭
米
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
不
正
を
は
た
ら
く
人
々
は
、
現
場
で
実
務
に
当
た
る
胥
吏
と
結
託
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
問
題
は
、
臨
安
の
城
内

外
で
も
発
生
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
右
の
記
事
の
続
き
に
は

　
　

上
（
高
宗
）
諭
大
臣
曰
、
聞
官
司
不
留
意
、
多
為
胥
吏
冒
請
、
可
措
置
革
弊
、
務
令
実
恵
及
民
。

と
あ
り
、
現
場
の
官
が
無
関
心
な
こ
と
に
つ
け
込
み
、
胥
吏
が
銭
米
を
不
正
に
請
求
す
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
胥
吏
は

そ
う
し
て
入
手
し
た
銭
米
を
着
服
し
た
り
横
流
し
た
り
し
て
、
私
腹
を
肥
や
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
賑
糶
・
賑
済
が
実
施
さ
れ
た
と
は

い
え
、
本
当
に
飢
え
苦
し
む
人
々
に
は
救
済
の
手
が
届
か
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
等
以
外
に
も
関
連
史
料
を
通
観
す
る
と
、
賑
糶
の
際
に
富
裕
層
や
米
商
人
が
、
飢
え
た
人
々
を
差
し
置
い
て
賑
糶
米
を
買
い
占
め

て
し
ま
う
と
い
う
問
題
の
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え（
29
）る
。
或
い
は
賑
糶
が
行
わ
れ
る
場
（
米
の
出
売
場
）
が
一
日
二
時
間
程
度
し

か
開
設
さ
れ
な
い
た
め
、
賑
糶
米
を
購
入
で
き
る
者
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
し
て
、
開
場
時
間
を
延
長
す
る
よ
う
詔
が
下
さ
れ
た
事
例
も

目
睹
さ
れ（
30
）る
。
場
を
管
轄
す
る
官
や
胥
吏
の
怠
慢
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
賑
糶
に
関
す
る
問
題
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

２　

賑
糶
・
賑
済
用
倉
庫
の
整
備

　

臨
安
に
お
け
る
賑
糶
・
賑
済
に
は
、
様
々
な
倉
庫
の
所
蔵
米
が
用
い
ら
れ
た
。
臨
安
の
倉
庫
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
お
い
て
言
及
が

な
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
か
つ
て
拙
稿
に
お
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え（
31
）た
の
で
、
こ
こ
で
は
専
ら
拙
稿
に
依
拠
し
な
が
ら
通
観
す
る
に
と

ど
め
た
い
。
賑
糶
や
賑
済
に
当
初
用
い
ら
れ
た
の
は
、
常
平
倉
の
所
蔵
米
で
あ
る
。
常
平
倉
と
は
中
央
の
司
農
寺
に
属
し
、
本
来
穀
価
の



五
〇

調
整
を
機
能
と
す
る
倉
庫
で
あ
り
、
本
銭
を
以
て
穀
物
を
購
入
・
貯
蔵
し
て
お
き
、
穀
価
が
騰
貴
し
た
際
に
賑
糶
を
実
施
し
た
。
常
平
倉

は
北
宋
時
代
、
新
法
の
一
つ
青
苗
法
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
広
く
普
及
し
、
王
安
石
が
引
退
し
、
神
宗
が
崩
御
し
て
旧
法
党
政
権
に

な
っ
て
か
ら
も
機
能
し
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
徽
宗
時
代
（
一
一
〇
〇
〜
一
一
二
五
）
に
な
る
と
、
常
平
倉
の
本
銭
が
花
石
の
購
入
等
に
流

用
さ
れ
て
し
ま
い
、
常
平
倉
は
機
能
し
な
く
な
っ
た
。

　

南
宋
時
代
に
入
る
と
、
常
平
倉
の
本
銭
・
貯
蔵
米
は
軍
事
費
・
軍
糧
に
流
用
さ
れ
て
大
幅
に
減
少
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
法
に
対
す
る

反
動
の
た
め
、
常
平
倉
そ
の
も
の
が
一
旦
廃
止
さ
れ
た
。
常
平
倉
は
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
に
は
復
活
す
る
が
、
総
じ
て
見
れ
ば
、
そ

の
後
も
本
銭
・
貯
蔵
米
は
軍
事
費
・
軍
糧
に
流
用
さ
れ
た
り
、
他
の
官
司
に
よ
っ
て
借
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
一
方

で
和
糴
等
に
よ
る
米
の
補
填
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
常
平
倉
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

状
況
は
臨
安
の
常
平
倉
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
常
平
倉
の
所
蔵
米
を
用
い
て
賑
糶
・
賑
済
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
は
少
な

く
、
管
見
の
限
り
紹
興
年
間
末
か
ら
乾
道
年
間
（
一
一
六
五
〜
七
三
）
初
め
に
か
け
て
六
例
が
、
慶
元
五
年
（
一
一
九
九
）
に
一
例
が
目

睹
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
賑
糶
・
賑
済
に
は
、
南
宋
前
半
に
お
い
て
は
省
倉
の
、
後
半
に
は
後
述
す
る
豊
儲
倉
の
所
蔵
米
が

多
く
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
常
平
倉
の
所
蔵
米
が
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
の
飢
餓
の
際
、『
宋
会
要
』
食
貨

六
〇
―
一
三
「
恩
恵
」、
隆
興
二
年
十
二
月
十
二
日
条
が
載
せ
る
、
権
発
遣
臨
安
府
薛
良
朋
の
上
奏
に

　
　

 

…
…
常
平
米
見
管
不
多
、
照
得
、
昨
来
于
省
倉
下
界
糴
場
封
樁
米
内
借
撥
二
万
石
、
除
撥
到
一
千
二
百
碩
外
、
有
一
万
八
千
八
百
碩
、

未
曽
取
撥
。
欲
望
、
行
下
省
倉
、
照
会
拠
本
府
今
来
賑
給
米
数
、
逐
旋
応
副
、
候
散
訖
、
具
帳
銷
破
、
照
依
戸
部
、
每
料
支
二
千
碩
、

俵
散
尽
絶
、
接
続
支
給
。

と
あ
る
が
如
く
、
常
平
倉
の
貯
蔵
米
が
少
な
く
、
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
や
む
な
く
省
倉
下
界
か
ら
借
撥
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
米
二
万
石
の
う
ち
、
既
に
借
り
出
し
て
し
ま
っ
た
千
二
百
石
を
除
く
一
万
八
千
八
百
石
を
用
い
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。



五
一

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

臨
安
の
常
平
倉
は
、
慶
元
年
間
（
一
一
九
五
〜
一
二
〇
〇
）
以
降
、
形
骸
化
・
有
名
無
実
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ（
32
）る
。

　

南
宋
時
代
後
半
の
臨
安
に
お
い
て
、
賑
糶
・
賑
済
用
の
倉
庫
の
中
心
と
し
て
機
能
し
た
の
は
豊
儲
倉
で
あ
り
、
特
に
乾
道
年
間
以
降
行

わ
れ
た
賑
糶
・
賑
済
に
は
、
豊
儲
倉
の
所
蔵
米
が
多
く
用
い
ら
れ
た
。
豊
儲
倉
は
紹
興
二
十
六
年
に
新
設
さ
れ
、
常
平
倉
と
同
じ
く
中
央

の
司
農
寺
に
属
し
た
。
豊
儲
倉
が
設
置
さ
れ
た
当
初
の
所
蔵
額
は
百
万
石
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
乾
道
六
年
に
百
三
十
万
石
、
淳
煕
年
間

（
一
一
七
四
〜
八
九
）末
ま
で
に
百
五
十
万
石
に
増
加
し
た
。
ま
た
淳
煕
七
年
に
は
豊
儲
西
倉
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
淳
煕
九
年
以
降
、

豊
儲
倉
に
対
し
、
尚
書
右
司
員
外
郎
が
提
領
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
司
農
寺
と
は
別
途
に
運
用
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
朝
廷

（
宰
相
）
の
許
可
な
く
所
蔵
米
を
支
出
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
朝
廷
（
宰
相
）
が
豊
儲
倉
を
強
い
監
督
・
統
制
下
に
置
く
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
同
時
に
豊
儲
倉
所
蔵
米
の
省
倉
へ
の
流
用
も
禁
止
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
豊
儲
倉
の
重
要
性
が
強
ま
っ
た
た
め
に
取
ら
れ
た
措
置

で
あ
る
。

　

豊
儲
倉
の
所
蔵
米
は
、
主
に
浙
西
路
の
米
を
和
糴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
お
り
、
平
時
で
浙
西
路
が
豊
作
の
際
に
は
和
糴
が

積
極
的
に
行
わ
れ
、
所
蔵
を
増
や
そ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
。
豊
儲
倉
の
実
際
の
所
蔵
額
と
し
て
は
、
淳
煕
十
五
年
に
八
十
七
万
石

と
い
う
数
字
が
残
っ
て
お
り
、『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
九
一
「
賑
貸
」、
紹
煕
二
年
（
一
一
九
一
）
二
月
六
日
条
に

　
　

 

詔
、
近
日
雪
寒
、
細
民
不
易
、
可
令
豊
儲
倉
支
米
五
万
石
、
令
戸
部
同
臨
安
府
守
臣
措
置
将
城
内
外
委
係
貧
乏
老
疾
之
人
、
計
口
賑

済
、
務
要
実
恵
及
民
、
具
已
賑
済
人
数
聞
奏
。

と
あ
り
、『
宋
史
全
文
』
巻
三
四
、
淳
祐
七
年
（
一
二
四
七
）
六
月
甲
辰
条
に

　
　

出
豊
儲
倉
米
三
十
万
石
、
以
平
糴
価
。

と
あ
る
通
り
、
多
い
時
に
は
賑
済
で
五
万
石
、
賑
糶
で
は
三
十
万
石
に
も
及
ぶ
米
が
一
度
に
支
出
さ
れ
た
。
ま
た
臨
安
府
の
属
県
の
他
、

厳
州
・
衢
州
・
紹
興
府
・
温
州
・
台
州
・
処
州
等
に
お
け
る
賑
済
・
賑
糶
に
、
臨
安
の
豊
儲
倉
の
貯
蔵
米
を
充
て
て
い
る
事
例
も
存
在
す



五
二

（
33
）る
。

　

豊
儲
倉
の
運
用
に
は
余
裕
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
臨
安
に
大
量
の
流
民
が
押
し
寄
せ
、
賑
糶
・
賑
済
用
の
米
に
対
す
る

需
要
が
急
増
し
た
よ
う
な
時
に
は
、
豊
儲
倉
の
所
蔵
米
で
は
不
足
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
淳
煕
八
年
九
月
に
省
倉
の

所
蔵
米
を
用
い
て
施
粥
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
常
平
倉
は
も
と
よ
り
、
豊
儲
倉
の
所
蔵
米
も
不
足
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
嘉
定
元
年
十
二
月
に
米
価
が
高
騰
し
、
細
民
が
艱
食
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
時
、
米
を
調
達
す
べ
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
官

が
勧
分
・
招
商
・
閉
糴
の
禁
止
と
い
っ
た
措
置
を
取
っ
た
の
も
、
常
平
倉
・
豊
儲
倉
の
所
蔵
米
が
不
足
し
、
賑
糶
・
賑
済
の
実
施
が
困
難

に
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
賑
糶
・
賑
済
用
の
米
の
不
足
に
対
処
す
べ
く
、
端
平
元
年
（
一
二
三
四
）
に
は
浙
西
転
運
使
に
よ
っ
て
端
平
倉
、
淳
祐
年
間

（
一
二
四
一
〜
五
二
）
に
入
る
と
知
臨
安
府
に
よ
っ
て
平
糴
倉
・
淳
祐
倉
と
い
う
倉
庫
が
臨
安
に
設
置
さ
れ
た
。
所
蔵
額
は
平
糴
倉
が

六
十
万
石
で
あ
る
が
、
淳
祐
倉
は
百
二
十
万
石
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
豊
儲
倉
と
比
べ
て
も
決
し
て
小
規
模
な
倉
庫
で
は
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
倉
庫
は
転
運
司
や
臨
安
府
が
管
轄
し
、
豊
儲
倉
を
補
填
す
る
形
で
賑
糶
・
賑
済
を
実
施
し
た
。『
宋
史
全
文
』
巻

三
二
、
端
平
三
年
七
月
癸
巳
条
に

　
　

以
久
雨
、
詔
出
端
平
倉
米
千
石
賑
糶
、
以
平
市
直
。

と
あ
り
、
同
書
巻
三
五
、
宝
祐
四
年
（
一
二
五
六
）
二
月
庚
午
条
に

　
　

以
久
雨
、
詔
臨
安
府
発
平
糴
倉
米
二
万
石
賑
糶
。

等
と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ（
34
）る
。

　

ま
た
南
宋
末
の
景
定
四
年
（
一
二
六
三
）
以
降
、
浙
西
路
に
お
い
て
有
名
な
公
田
法
が
実
施
さ
れ
る
と
、
公
田
の
租
の
一
部
が
省
倉
・

豊
儲
倉
・
端
平
倉
・
平
糴
倉
・
淳
祐
倉
に
収
納
さ
れ
た
。
公
田
の
租
は
膨
大
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
倉
庫
が
満
杯
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、



五
三

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

倉
庫
は
拡
張
さ
れ
た
他
、咸
淳
四
年
（
一
二
六
八
）
に
は
咸
淳
倉
と
い
う
倉
庫
が
新
た
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
咸
淳
倉
は
『
咸
淳
臨
安
志
』

巻
九
「
行
在
所
録
・
監
当
諸
局
・
咸
淳
倉
」
に

　
　

 
咸
淳
四
年
、
朝
廷
議
建
廩
、
増
貯
公
田
歳
入
之
米
、
乃
捐
銭
買
瓊
華
廃
園
、
益
以
内
酒
庫
柴
炭
屋
地
、
命
臨
安
守
潜
説
友
創
建
。
凡

為
敖
百
、
為
間
五
百
有
二
、
為
米
六
百
万
石
。

あ
り
、
所
蔵
額
が
実
に
六
百
万
石
と
い
う
巨
大
な
倉
庫
で
あ
っ
た
。
因
み
に
こ
の
額
は
、
北
宋
時
代
に
東
南
六
路
（
淮
南
・
両
浙
・
江
東
・

江
西
・
湖
南
・
湖
北
路
）
か
ら
都
の
開
封
へ
毎
年
上
供
さ
れ
る
米
の
定
額
六
百
二
十
万
石
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ（
35
）る
。

　

以
上
に
述
べ
た
通
り
、
臨
安
で
は
、
官
は
飢
餓
に
対
処
す
る
た
め
巨
大
な
倉
庫
の
整
備
を
通
じ
て
米
の
備
蓄
に
努
め
、
そ
う
し
た
米
を

用
い
た
大
規
模
な
賑
糶
・
賑
済
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
か
か
る
措
置
は
、
も
と
よ
り
飢
民
の
増
大
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

北
宋
時
代
の
開
封
や
杭
州
と
比
較
し
て
、
臨
安
の
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ（
36
）う
。

３　

勧
分

　

勧
分
と
は
多
額
の
米
を
保
有
す
る
有
力
者
に
対
し
、
官
が
賑
済
も
し
く
は
賑
糶
を
勧
諭
す
る
措
置
を
指（
37
）す
。
臨
安
に
お
け
る
勧
分
の
事

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
一
〇
四
「
賑
貸
」、
嘉
定
元
年
（
一
二
〇
八
）
十
二
月
八
日
条
の
記
事
で
あ
る
。

当
時
臨
安
で
は
米
価
が
一
斗
千
文
に
ま
で
騰
貴
し
、
細
民
が
艱
食
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
未
だ
施
惠
の
令
を
聞
か
ず
」
と
い
う

状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
臣
僚
が

　
　

 

乞
令
臨
江
（
安
の
誤
り
）
府
守
臣
、
以
礼
勧
諭
豪
富
蓄
米
之
家
、
稍
損
時
価
、
広
行
賑
糶
。
宰
執
而
下
、
顧
募
傔
人
、
米
数
多
者
、

亦
時
暫
裁
損
、
以
備
糶
済
。

と
上
言
し
、「
豪
富
蓄
米
の
家
」「
宰
執
而
下
、
雇
募
傔
人
の
米
数
多
き
者
」、
即
ち
使
用
人
等
を
多
数
抱
え
、
そ
う
し
た
人
々
に
給
与
と



五
四

し
て
米
を
支
払
っ
て
い
る
宰
執
以
下
の
官
僚
や
、
大
商
人
等
に
対
し
、
賑
糶
を
勧
諭
し
た
の
で
あ
る
。
既
に
言
及
し
、
ま
た
後
に
詳
述
す

る
如
く
、
こ
の
時
の
勧
分
は
招
商
・
閉
糴
の
禁
止
等
の
、
米
を
調
達
す
る
措
置
と
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
豊
儲
倉
等

に
所
蔵
さ
れ
る
賑
糶
・
賑
済
用
の
米
の
不
足
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勧
分
に
際
し
て
は
賞
格
が
設
け
ら
れ
、
賑
糶
・
賑
済
の

額
に
応
じ
て
官
位
・
爵
位
が
授
与
さ
れ
た
り
、
有
官
の
者
に
対
し
て
は
減
磨
勘
が
行
わ
れ
た
り
し（
38
）た
。
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
時
も
恐
ら
く
賞
格
に
基
づ
き
報
賞
が
実
施
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
勧
分
で
は
な
い
が
、
臨
安
が
飢
餓
に
見
舞
わ
れ
た
時
、
官
が
有

力
者
に
対
し
、
食
糧
の
供
出
を
要
請
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。『
宋
季
三
朝
政
要
』
巻
三
、
景
定
三
年
条
に

　
　

 

京
城
大
飢
、
馬
光
祖
尹
京
、
知
栄
王
府
積
粟
、
一
日
往
見
、
辞
以
故
。
次
日
往
、
亦
如
之
。
三
日
又
往
、
卧
於
客
次
、
榮
王
不
得
已

見
焉
。
馬
厲
声
云
、
天
下
誰
不
知
儲
君
為
大
王
子
。
今
民
餓
欲
死
、
大
王
不
以
此
時
收
人
心
乎
。
王
以
廩
虚
為
辞
。
光
祖
探
懐
出
片

紙
曰
、
某
倉
幾
十
万
。
王
辞
塞
、
遂
許
三
十
万
石
。
光
祖
即
令
都
吏
領
鈞
批
交
、
米
活
飢
民
甚
衆
。

と
あ
り
、
飢
餓
の
発
生
に
際
し
、
知
臨
安
府
の
馬
光
祖
が
皇
族
の
栄
王
趙
與
芮
（
理
宗
の
父
）
に
所
蔵
米
を
放
出
す
る
よ
う
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
当
初
栄
王
は
自
ら
の
保
有
す
る
倉
庫
が
空
で
あ
る
と
拒
ん
だ
。
し
か
し
馬
光
祖
に
説
得
さ
れ
、
や
む
な
く
所
蔵
米
三
十
万
石
の
放

出
を
許
可
し
た
た
め
、
そ
の
米
は
多
く
の
飢
民
を
生
か
し
た
、
と
い
う
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

な
お
勧
分
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
、
建
前
上
は
官
が
賑
済
・
賑
糶
を
勧
諭
す
る
措
置
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
強
制
す
る
こ
と
が
あ（
39
）り
、

そ
れ
は
臨
安
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
嘉
煕
四
年
（
一
二
四
〇
）
の
飢
餓
の
様
子
を
伝
え
る
『
杜
清
献
公
集
』
巻
一
一
「
上
已
見
箚
子
」
に

　
　

官
司
再
行
科
糶
、
夫
豈
得
已
前
科
未
已
、
以
後
科
継
至
。
大
家
之
力
亦
已
困
匱
、
等
戸
淪
落
、
愈
見
蕭
條
、
甚
非
所
以
重
根
本
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
科
糶
と
は
、
名
目
上
は
勧
分
で
あ
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
戸
等
に
応
じ
て
強
制
的
に
賑
糶
を
課
す
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ（
40
）る
。
ま
た
史
料
の
後
半
か
ら
は
、
科
糶
に
よ
っ
て
等
戸
、
即
ち
戸
等
に
組
み
込
ま
れ
た
戸
の
中
に
没
落
す
る
者
の
出

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
際
の
米
の
所
蔵
額
を
無
視
し
て
強
制
的
・
機
械
的
に
賑
糶
を
課
し
た
た
め
、
戸
等
の
低
い
、
い
わ
ゆ
る
下
戸
で
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南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

米
の
所
蔵
が
少
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
賑
糶
用
の
米
を
入
手
す
る
こ
と
自
体
が
重
い
負
担
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
史
料
の

続
き
に
は
、

　
　

 
臣
愚
欲
乞
、
陛
下
力
節
宮
庭
之
費
、
量
出
内
帑
之
儲
、
行
下
臨
安
府
、
抄
箚
細
民
之
委
実
困
極
無
聊
者
、
優
行
賑
給
、
以
示
九
重
憂

民
之
意
。
陛
下
既
以
身
率
之
、
執
政
大
臣
豈
無
推
楚
令
尹
之
心
、
毀
其
家
、
以
紓
国
難
者
。
其
在
外
、
執
政
之
家
受
恩
也
。
深
積
禄

也
。
豊
子
孫
享
之
、
以
恣
淫
佚
、
僕
従
窃
之
、
以
致
富
贏
。
今
国
步
艱
危
、
京
民
困
餓
、
豈
忍
坐
視
不
顧
、
而
徒
為
盜
賊
之
資
。
其

近
在
輔
畿
、
如
明
如
婺
、
水
路
可
通
舟
運
無
阻
、
若
朝
廷
量
其
所
有
科
降
数
目
、
令
其
運
米
至
京
城
、
照
官
価
出
糶
、
既
非
白
敷
、

理
宜
楽
聴
。
如
有
擁
厚
貲
以
自
封
殖
、
不
恤
国
難
、
非
臣
子
也
。
台
諫
論
劾
、
重
行
譴
謫
、
孰
曰
不
可
。
其
余
侍
従
・
卿
監
・
監
司
・

郡
守
之
家
、
素
以
富
聞
者
、
次
第
施
行
、
待
浙
西
水
運
已
通
、
其
斟
酌
科
糶
亦
如
之
、
豈
無
数
月
之
糧
、
可
以
接
済
。
京
城
等
戸
之

再
科
者
、
且
権
行
罷
住
、
以
俟
他
日
。

と
あ
り
、
杜
範
は
執
政
以
下
、
裕
福
な
官
僚
に
米
を
供
出
さ
せ
る
（
賑
済
・
賑
糶
の
い
ず
れ
か
は
不
明
）
と
と
も
に
、
浙
東
の
明
州
・
婺

州
か
ら
水
路
を
利
用
し
て
臨
安
へ
米
を
運
ん
で
賑
糶
し
、
浙
西
か
ら
の
水
運
が
通
じ
、
米
を
運
び
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
を

待
て
ば
、
再
び
科
糶
を
行
わ
な
く
と
も
す
む
、
と
主
張
し
て
い
る
。
な
お
右
の
文
中
の
「
如
し
厚
貲
を
擁
し
て
以
て
自
ら
封
殖
し
、
国
難

を
恤
え
ざ
る
有
れ
ば
、
臣
子
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
台
諫
論
劾
し
、
重
く
譴
謫
を
行
う
も
、
孰
か
可
な
ら
ざ
る
と
曰
わ
ん
」
と
い
う
記
述
か

ら
、
執
政
を
は
じ
め
と
す
る
高
官
の
中
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
栄
王
と
同
様
に
、
飢
餓
が
発
生
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
済
活
動

を
行
お
う
と
も
せ
ず
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
大
量
の
財
を
貯
め
込
む
者
の
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

４　

招
商
、
閉
糴
の
禁
止

　

招
商
と
は
、
官
が
食
糧
の
豊
富
な
地
域
か
ら
商
人
（
客
商
）
を
招
致
し
て
食
糧
を
運
ば
せ
、
食
糧
の
不
足
し
て
い
る
地
域
で
販
売
さ
せ



五
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る
措
置
で
あ
る
。
臨
安
に
関
す
る
招
商
の
事
例
と
し
て
『
宋
史
全
文
』
巻
三
六
、
景
定
二
年
九
月
丙
戌
条
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

上
曰
、
広
米
平
糴
、
已
招
誘
客
販
、
更
令
本
路
監
司
選
官
糴
運
、
以
応
都
民
之
乏
。〔
賈
〕
似
道
奏
、
謹
遵
聖
訓
。

即
ち
広
州
か
ら
客
販
、
即
ち
客
商
を
招
致
し
、
臨
安
で
米
を
販
売
さ
せ
る
と
と
も
に
、
広
州
で
官
が
米
を
買
い
上
げ
、
臨
安
へ
輸
送
し
、

住
民
の
食
糧
不
足
を
補
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
招
商
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
商
人
の
移
動
を
妨
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
閉
糴

の
禁
止
令
が
併
せ
て
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
閉
糴
は
遏
糴
と
も
称
さ
れ
、
地
方
官
府
が
管
内
か
ら
食
糧
の
持
ち
出
し
を
禁
止
す
る

措
置
で
あ（
41
）る
。
閉
糴
の
禁
止
令
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
前
項
で
も
紹
介
し
た
『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
一
〇
四
「
賑
貸
」、
嘉
定
元
年

十
二
月
八
日
条
が
載
せ
る
、
勧
分
を
求
め
る
臣
僚
の
上
言
の
続
き
に

　
　

諸
郡
有
閉
糴
去
処
、
従
朝
廷
更
加
約
束
、
厳
作
懲
治
、
庶
幾
客
米
日
至
。

と
あ
る
。
閉
糴
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、
客
米
、
即
ち
客
商
の
運
搬
す
る
米
が
臨
安
へ
も
た
ら
さ
れ
る
の
を
妨
げ
ぬ
よ
う
請
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
こ
の
史
料
の
後
文
に
よ
れ
ば
、
上
言
は
勧
分
と
と
も
に
裁
可
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
で
は
嘉
煕
四
年
の
飢
餓
に
際
し
、『
宋
史
全
文
』
巻
三
三
、
同
年
十
月
丙
申
条
に

　
　

詔
平
江
・
嘉
興
府
・
安
吉
州
、
禁
販
米
下
海
、
其
販
至
臨
安
府
者
、
毋
得
遏
糴
。

と
あ
る
。「
販
し
て
臨
安
府
に
至
る
者
」
と
あ
る
だ
け
で
客
商
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
詔
は
浙
西
路
の
平
江
府
・
嘉
興
府
・
安

吉
州
に
対
し
、
臨
安
へ
米
を
販
売
に
赴
く
客
商
の
動
き
を
遏
糴
に
よ
っ
て
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
命
じ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
な
お

『
宋
史
全
文
』
巻
三
六
、
景
定
二
年
九
月
庚
辰
条
に

　
　

詔
、
客
販
広
米
至
都
城
近
境
者
、
照
市
価
出
糴
官
司
、
毋
得
拘
勒
。
尋
立
賞
格
招
誘
。

と
あ
り
、
広
州
か
ら
臨
安
へ
米
を
携
行
し
て
き
た
商
人
の
米
を
、
官
は
市
価
に
照
ら
し
て
買
い
上
げ
る
よ
う
詔
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え

る
記
事
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
拘
勒
」
と
は
、
官
が
商
人
か
ら
不
当
に
安
く
米
を
買
い
た
た
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
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う
。
因
み
に
官
が
招
商
を
行
う
際
に
は
、
買
い
た
た
き
の
禁
止
の
他
、
臨
安
に
関
す
る
事
例
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
商
税
の
免
除
や
賞
格

に
基
づ
く
官
位
・
爵
位
の
賜
与
等
の
優
遇
措
置
も
取
ら
れ
て
い（
42
）た
。

　

臨
安
に
関
し
て
、
招
商
・
閉
糴
（
遏
糴
）
の
禁
止
に
関
す
る
記
事
は
少
な
く
、
今
の
と
こ
ろ
上
記
以
外
の
史
料
を
検
索
で
き
な
い
。
臨

安
に
お
い
て
官
が
実
施
す
る
飢
餓
対
策
は
、
豊
儲
倉
等
の
所
蔵
米
を
用
い
た
賑
糶
・
賑
済
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
勧
分
や
招
商
、
閉
糴

（
遏
糴
）
の
禁
止
は
、
そ
う
し
た
米
が
不
足
し
た
際
の
補
填
的
・
便
宜
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

臨
安
は
「
大
饑
」「
大
荒
」
等
と
称
さ
れ
る
、
大
規
模
且
つ
深
刻
な
飢
餓
に
し
ば
し
ば
見
舞
わ
れ
、
餓
死
す
る
者
が
出
た
他
、
子
ど
も

の
遺
棄
や
前
途
を
悲
観
し
て
の
一
家
心
中
が
起
こ
っ
た
り
、
食
糧
を
購
う
た
め
の
身
売
り
や
喫
人
・
人
肉
売
買
ま
で
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
繁
栄
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
全
く
異
な
る
、
臨
安
の
暗
部
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

臨
安
の
飢
餓
は
、
主
に
飢
民
の
増
大
及
び
食
糧
供
給
の
減
少
に
よ
っ
て
発
生
し
た
。
飢
民
を
増
大
さ
せ
る
原
因
と
し
て
、
下
層
民
が
冬

期
や
長
雨
等
の
際
に
失
業
す
る
、
火
災
等
に
よ
っ
て
失
所
す
る
、
流
民
が
流
入
す
る
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
食
糧
供
給
の
減
少
は
、
浙
西

路
を
は
じ
め
と
す
る
米
の
供
給
地
が
天
災
に
見
舞
わ
れ
生
産
が
低
下
す
る
、
供
給
地
の
米
が
軍
糧
に
回
さ
れ
る
、
供
給
地
か
ら
臨
安
へ
の

米
の
輸
送
に
支
障
が
生
じ
る
、
等
に
起
因
し
て
い
た
。
特
に
餓
死
者
の
出
る
よ
う
な
深
刻
且
つ
大
規
模
な
飢
餓
は
、
金
・
モ
ン
ゴ
ル
と
の

戦
争
や
天
災
の
発
生
に
伴
い
、
戦
場
・
被
災
地
か
ら
大
量
の
飢
え
た
流
民
が
臨
安
へ
流
入
す
る
、
浙
西
路
等
か
ら
の
食
糧
供
給
が
減
少
す

る
、
と
い
う
事
態
が
重
な
っ
た
時
に
発
生
し
た
と
見
ら
れ
る
。
即
ち
飢
餓
の
発
生
に
は
外
的
な
原
因
が
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

特
に
金
・
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戦
争
の
際
に
大
量
の
流
民
が
流
入
し
、
そ
れ
に
伴
い
重
大
な
飢
餓
が
発
生
し
て
い
る
の
は
臨
安
の
特
徴
と
い
え
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よ
う
。
ま
た
米
の
主
要
な
供
給
地
で
あ
っ
た
浙
西
路
の
天
災
と
、
飢
餓
の
発
生
と
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
も
臨
安
の
特
徴
で
あ
り
、
浙
西

地
域
と
臨
安
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

臨
安
に
お
い
て
官
が
実
施
す
る
飢
餓
対
策
の
う
ち
、
中
心
と
な
っ
た
の
は
賑
糶
・
賑
済
で
あ
り
、
必
要
な
米
を
備
蓄
す
る
た
め
、
豊
儲

倉
を
は
じ
め
と
す
る
巨
大
な
倉
庫
が
増
設
さ
れ
た
。
賑
糶
・
賑
済
用
の
倉
庫
を
整
備
し
て
米
の
備
蓄
に
努
め
、
そ
の
米
を
用
い
て
大
規
模

な
賑
糶
・
賑
済
を
行
っ
た
こ
と
は
、
臨
安
の
飢
餓
対
策
の
特
徴
と
見
な
さ
れ
る
。
臨
安
で
は
勧
分
・
招
商
・
閉
糴
の
禁
止
等
の
対
策
も
取

ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
官
側
で
賑
糶
・
賑
済
用
の
米
が
不
足
し
た
時
の
、
便
宜
的
・
補
填
的
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も

賑
糶
・
賑
済
の
現
実
的
な
運
用
面
に
お
い
て
は
問
題
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
飢
え
に
苦
し
む
人
々
に
ど
の
程
度
救
済
の
手
が
届
い
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
部
分
も
あ
る
。
賑
糶
・
賑
済
以
外
の
飢
餓
対
策
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
勧
分
が
実
質
的
に
は
強
制
化
し
、

下
戸
を
苦
し
め
る
等
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
飢
餓
の
背
景
や
原
因
、
対
策
等
を
、
開
封
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
宋
代
の
都
市
、
或
い
は
他
の
時
代
の
都
市
と

本
格
的
に
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
臨
安
の
持
つ
特
徴
を
よ
り
一
層
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
飢
餓
は
災
害
の
一
種
と
も
見
な
さ
れ
る
が
、
臨
安
は
飢
餓
以
外
に
も
火
災
・
疫
病
・
水
害
等
、
多
く
の
災
害
に
見

舞
わ
れ
た
。
火
災
に
つ
い
て
は
既
に
専
論
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
の
災
害
の
状
況
と
対
策
に
関
し
て
は
、
ま
だ
検
討
を
加
え

る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
臨
安
で
は
深
刻
な
飢
餓
に
襲
わ
れ
つ
つ
も
、
明
末
以
降
の
都
市
に
見
ら
れ
る
搶
米
の
よ

う
な
大
規
模
な
暴
動
が
発
生
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な（
43
）い
。
そ
の
理
由
に
関
し
て
、
飢
餓
対
策
や
都
市
に
住
む
下
層
民
勢
力
の
発
展
等
と

絡
め
て
、
今
後
通
時
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
今
回
は
官
主
導
で
実
施
さ
れ
た
飢
餓
対
策
の
検
討
に
と
ど
ま
り
、
官
僚
・
士

人
・
裕
福
な
商
人
等
が
個
人
的
に
行
っ
た
飢
餓
の
救
済
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
検
討
を
要
す
る
課
題

で
あ（
44
）る
。
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註（
１
） 
臨
安
の
火
災
に
つ
い
て
は
木
良
八
洲
雄
「
南
宋
臨
安
府
に
お
け
る
大
火
と
火
政
」（『
人
文
論
究
』
四
〇
―
二
、一
九
九
〇
年
）、
水
利
に
関
し
て
は
西
岡

弘
晃
「
南
宋
杭
州
の
都
市
水
利
」（『
中
国
水
利
史
研
究
』
二
二
、一
九
九
二
年
、
後
『
中
国
近
世
の
都
市
と
水
利
』、
中
国
書
店
、
二
〇
〇
四
年
に
再
録
）

が
さ
し
あ
た
り
専
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
治
安
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
南
宋
の
国
都
臨
安
の
建
設
―
―
紹
興
年
間
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
宋

代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
八
集　

宋
代
の
長
江
流
域
―
―
社
会
経
済
史
の
視
点
か
ら
―
―
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、「
南
宋
時
代
後
半
の
臨
安
に

お
け
る
都
市
行
政
と
『
臨
安
志
』」（
愛
媛
大
学
「
資
料
学
研
究
会
」
編
『
歴
史
の
資
料
を
読
む
』、
創
風
社
、
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
。

（
２
）
寺
地
遵
「
南
宋
末
期
、
公
田
法
の
背
景
」（『
史
学
研
究
』
二
三
一
、二
〇
〇
一
年
）。

（
３
） 

主
な
研
究
と
し
て
今
堀
誠
二
「
宋
代
冬
季
失
業
者
救
護
事
業
」（『
東
洋
学
報
』
三
九
―
三
、一
九
五
六
年
、
後
『
中
国
史
の
位
相
』、
勁
草
書
房
、

一
九
九
五
年
に
再
録
）、
梅
原
郁
「
宋
代
の
救
済
制
度
―
―
都
市
の
社
会
史
に
よ
せ
て
―
―
」（
中
村
賢
二
郎
編
『
都
市
の
社
会
史
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
三
年
）、
王
徳
毅
『
宋
代
災
荒
的
救
済
政
策
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
〇
年
）、
張
文
『
宋
朝
社
会
救
済
研
究
』（
西
南
師
範
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
）、
姚
培
鋒
・
陳
国
燦
「
南
宋
時
期
江
浙
城
市
的
貧
困
救
助
」（『
浙
江
学
刊
』
二
〇
一
一
年
―
四
）、
陳
国
燦
「
論
宋
代
江
南
城
市
的
社
会

救
助
」（『
江
西
社
会
科
学
』
二
〇
一
一
年
―
一
二
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
４
）
飢
餓
・
饑
饉
の
呼
称
と
程
度
に
つ
い
て
は
、
同
右
張
著
書
、
三
七
〜
三
九
頁
に
よ
る
。

（
５
）『
宋
会
要
』
食
貨
六
〇
―
一
五
「
恩
恵
」、
乾
道
元
年
四
月
二
十
二
日
条
。

（
６
） 

南
宋
時
代
、
臨
安
を
含
む
江
南
で
流
行
し
た
疫
病
に
つ
い
て
は
、
岡
元
司
「
疫
病
多
発
地
帯
と
し
て
の
南
宋
期
両
浙
路
―
―
環
境
・
医
療
・
信
仰
と
日

宋
交
流
―
―
」（
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
特
定
領
域
研
究　

東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成　

現
地
調
査
研
究
部
門
報
告
書
『
東
ア

ジ
ア
海
域
交
流
史　

現
地
調
査
研
究
―
―
地
域
・
環
境
・
心
性
―
―
』
三
、二
〇
〇
九
年
、
後
『
宋
代
沿
海
地
域
社
会
史
研
究
―
―
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
地

域
文
化
―
―
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
に
再
録
）、
朱
徳
明
『
南
宋
時
期
浙
江
医
薬
的
発
展
』（
中
医
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
張
全
明
「
南

宋
時
期
疫
災
的
時
空
分
布
及
其
特
点
」（『
浙
江
学
刊
』
二
〇
一
一
年
―
二
）
等
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
７
） 

南
宋
臨
安
に
お
け
る
米
価
の
動
向
は
、
衣
川
強
「
官
僚
と
俸
給
―
―
宋
代
の
俸
給
に
関
す
る
続
考
―
―
」（『
東
方
学
報
』
京
都
四
二
、一
九
七
一
年
、

後
『
宋
代
官
僚
社
会
史
研
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
に
再
録
、
著
書
の
四
〇
六
〜
四
〇
九
頁
）
に
よ
る
。
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（
８
）
臨
安
で
流
行
し
た
疫
病
に
関
し
て
は
、
註
（
６
）
所
載
の
論
考
を
参
照
し
た
。

（
９
） 
下
層
民
の
数
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
南
宋
臨
安
の
下
層
民
と
都
市
行
政
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
二
一
、二
〇
〇
六
年
）、
一
二
二
〜

一
二
三
頁
に
よ
る
。

（
10
） 

臨
安
の
短
期
的
な
（
季
節
的
な
）
米
価
変
動
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
汪
聖
鐸
「
南
宋
粮
価
細
表
」

（『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
八
五
年
―
三
）、
龍
登
高
「
宋
代
粮
価
分
析
」（『
中
国
経
済
史
研
究
』
一
九
九
三
年
―
一
）、
宮
澤
知
之
「
宋
代
の
価

格
と
市
場
」（『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
、
後
『
宋
代
中
国
の
国
家
と
経
済
』、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
に
再
録
）
等
に

よ
れ
ば
、
通
常
米
価
は
夏
の
収
穫
期
に
下
が
り
、
冬
か
ら
翌
年
の
春
夏
の
交
、
い
わ
ゆ
る
青
黄
未
接
の
際
に
最
も
高
騰
し
た
。
騰
貴
率
は
い
ず
れ
も
一
・

五
〜
二
倍
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
臨
安
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
臨
安
で
は
、
米
の
供
給
地
で
あ
る
浙
西
等
が

凶
作
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
や
は
り
米
価
は
騰
貴
し
た
。
官
が
和
糴
を
行
う
際
、
或
い
は
浙
西
か
ら
臨
安
へ
米
を
積
ん
だ
船
舶
が
航
行
す
る
大
運
河
が

閉
塞
し
、
輸
送
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
等
に
も
米
価
は
騰
貴
し
た
。
さ
ら
に
会
子
が
発
行
さ
れ
て
減
価
し
、
減
価
し
た
会
子
で
米
価
が
表
示
さ
れ
る
際

に
も
騰
貴
が
見
ら
れ
た
。

（
11
） 

臨
安
を
襲
っ
た
災
害
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
宋
史
』
巻
六
一
〜
六
七
「
五
行
志
」、
佐
藤
武
敏
『
中
国
災
害
史
年
表
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
三
年
）、
孟
昭
華
『
中
国
災
荒
史
記
』（
中
国
社
会
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
等
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
） 

開
禧
二
年
（
一
二
〇
六
）
五
月
〜
嘉
定
元
年
九
月
に
か
け
て
宋
金
間
で
戦
争
が
行
わ
れ
た
際
、『
宋
史
』
巻
六
七
「
五
行
志
」
に
「
嘉
定
元
年
、
淮
民

大
饑
食
草
木
、
流
於
江
浙
者
百
万
人
」
と
あ
り
、
淮
南
か
ら
百
万
人
の
人
々
が
江
南
へ
流
入
し
た
と
い
う
。

（
13
）
一
例
と
し
て
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
六
二
「
治
道
」
所
載
の
、
理
宗
時
代
に
行
わ
れ
た
牟
子
才
の
上
奏
に

　
　
　
　

 

惟
両
淮
流
離
、
分
布
数
郡
、
且
在
吾
邦
域
中
矣
。
雨
暘
時
而
年
榖
登
、
則
生
理
安
、
而
心
志
定
。
今
種
不
入
土
、
穡
事
荒
唐
、
飢
寒
之
憂
迫
、
逐

其
後
流
離
転
徙
、
就
食
他
鄉
、
亦
其
勢
之
必
至
也
。
旬
日
以
来
、
漸
聞
有
自
京
口
而
遷
毗
陵
者
、
流
転
不
已
、
則
自
毗
陵
而
蘇
・
湖
、
自
蘇
・
湖

而
杭
・
秀
、
駸
駸
迫
我
畿
甸
。

　
　

 

と
あ
る
。
こ
の
上
奏
は
子
才
が
太
常
博
士
の
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
宋
史
』
巻
四
一
一
本
伝
に
よ
る
と
、
子
才
が
太
常
博
士
に
遷
せ
ら
れ
た

こ
と
を
伝
え
る
記
事
の
前
段
に
、
左
丞
相
李
宗
勉
・
右
丞
相
史
嵩
之
の
名
が
見
え
て
い
る
。『
宋
史
』
巻
四
二
理
宗
本
紀
に
よ
れ
ば
、
両
者
が
左
丞
相
・
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右
丞
相
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
既
に
金
が
滅
亡
し
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
南
宋
と
の
間
に
戦
端
が
ひ
ら
か
れ
た
後
の
嘉
煕
三
年
正
月
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ

て
子
才
の
上
奏
に
見
え
る
淮
南
か
ら
の
流
民
も
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
南
宋
と
の
戦
争
に
伴
い
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）
蘇
軾
の
知
杭
州
在
任
期
間
は
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
四
六
「
秩
官
」
に
よ
る
。

（
15
） 

周
密
の
『
癸
辛
雑
識
続
集
』
上
「
杭
城
食
米
」
に
は
「
杭
城
除
有
米
之
家
、
仰
糴
而
食
凡
十
六
七
万
人
、
人
以
二
升
計
之
、
非
三
四
千
石
不
可
以
支
一

日
之
用
。
而
南
北
外
二
廂
不
与
焉
、
客
旅
之
往
来
又
不
与
焉
」
と
あ
り
、
臨
安
の
住
民
が
購
入
し
、
食
用
と
す
る
米
は
、
城
内
だ
け
で
一
日
三
千
〜

四
千
石
に
及
ん
で
い
た
と
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。
な
お
臨
安
へ
運
び
込
ま
れ
る
米
に
は
、
官
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
、
皇
族
・
官
僚
・
兵
士
等
の
俸
給
に

充
て
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

（
16
）『
夢
粱
録
』
巻
一
六
「
米
鋪
」。

（
17
） 

長
井
千
秋
「
淮
東
総
領
所
の
財
政
運
営
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
一
―
七
、一
九
九
二
年
）、一
二
〜
一
三
頁
、斯
波
義
信
「
長
江
下
流
域
の
市
糴
問
題
」（『
宋

代
江
南
経
済
史
の
研
究
』、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）、
二
五
〇
頁
。

（
18
） 

嘉
定
元
年
〜
二
年
の
飢
餓
も
、
隆
興
二
年
〜
乾
道
元
年
の
飢
餓
に
関
す
る
ほ
ど
証
左
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
背
景
に
は
流
民
の
大
量
流
入
、

米
の
大
幅
な
供
給
減
少
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
開
禧
二
年
〜
嘉
定
元
年
に
か
け
て
の
宋
金
戦
争
に
伴
い
、
註
（
12
）
で
指
摘
し
た
如
く
、
淮

南
か
ら
百
万
人
と
も
称
さ
れ
る
流
民
が
江
南
へ
流
入
し
、そ
の
一
部
は
臨
安
に
も
流
れ
込
ん
だ
。ま
た
嘉
定
二
年
に
は
浙
西
路
が
大
旱
に
見
舞
わ
れ
た
他
、

淮
東
・
淮
西
・
江
東
・
湖
北
路
も
旱
害
に
襲
わ
れ
（『
宋
史
』
巻
六
六
「
五
行
志
」）、
そ
こ
か
ら
発
生
し
た
流
民
も
臨
安
へ
流
入
し
た
。
流
民
の
数
に
関

し
て
、
嘉
定
元
年
十
二
月
に
は
淮
南
・
江
浙
か
ら
の
流
民
五
百
六
十
戸
、
二
千
八
十
一
人
が
臨
安
城
内
外
の
客
店
・
寺
院
に
安
泊
し
て
お
り
、
嘉
定
二

年
四
月
に
は
淮
南
・
江
浙
か
ら
の
流
民
八
百
五
十
戸
、
三
千
六
百
七
十
六
人
を
本
貫
へ
帰
し
た
と
の
史
料
が
目
睹
さ
れ
る
（『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―

一
〇
四
〜
一
〇
五
「
賑
貸
」、
嘉
定
元
年
十
二
月
十
八
日
条
、
二
年
四
月
四
日
条
）。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
官
が
把
握
し
て
い
る
流
民
で
あ
り
、
実
際
の
数

は
こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
流
民
は
着
の
身
着
の
ま
ま
の
飢
餓
状
態
に
あ
り
、
ま
た
臨
安
在
住
の
下
層
民
の
中
に
は
、
冬
に
な
る

と
飢
え
る
者
が
増
加
し
た
筈
で
あ
る
。

　
　

 　

こ
の
よ
う
に
臨
安
で
飢
餓
状
態
の
人
々
が
急
増
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、浙
西
路
で
は
対
金
戦
争
中
、軍
糧
を
調
達
す
る
た
め
和
糴
が
行
わ
れ
た
。

和
糴
さ
れ
た
米
の
具
体
的
な
額
は
不
明
で
あ
る
が
、
開
禧
三
年
に
は
和
糴
米
を
貯
蔵
す
る
た
め
、
百
万
石
を
収
納
す
る
百
万
西
倉
が
平
江
府
に
設
置
さ
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れ
た
と
い
う
（
同
右
斯
波
論
文
、
二
五
〇
頁
）
か
ら
、
こ
の
時
和
糴
さ
れ
た
米
の
巨
額
さ
が
窺
知
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
戦
争
中
に
は
和
糴
が
実
施

さ
れ
、
大
量
の
米
が
軍
糧
用
に
買
い
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
嘉
定
元
年
九
月
に
戦
争
が
終
結
し
た
翌
年
の
嘉
定
二
年
に
は
、
右
に
述
べ
た
通
り
、

米
の
供
給
を
依
存
し
て
い
た
浙
西
路
の
他
、
淮
東
・
淮
西
路
も
旱
害
に
遭
い
、
米
の
生
産
が
低
下
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
よ
っ
て
、
臨
安
へ
の
米
の

供
給
は
大
幅
に
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
） 

飢
餓
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
他
に
例
え
ば
流
民
の
帰
郷
・
帰
業
、
米
を
臨
安
へ
円
滑
に
運
搬
さ
せ
る
た
め
の
大
運
河
の
整
備
等
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
検
討
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
、
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
20
）『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
一
〇
六
「
賑
貸
」、
嘉
定
二
年
（
一
二
〇
九
）
十
二
月
十
四
日
条
。

（
21
） 

曹
職
官
と
は
、
臨
安
府
に
属
す
る
司
理
参
軍
・
司
戸
参
軍
等
の
い
わ
ゆ
る
曹
官
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
廂
官
と
は
臨
安
城
内
外
に
設
け
ら
れ
た
、
警
察
・

防
火
・
消
火
管
区
に
相
当
す
る
廂
の
管
轄
官
で
あ
る
。

（
22
）
臨
安
の
救
済
施
設
に
つ
い
て
は
註
（
９
）
拙
稿
、
一
二
九
〜
一
三
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
23
）
紹
興
年
間
に
行
わ
れ
た
乞
丐
等
に
対
す
る
賑
済
に
つ
い
て
は
、
註
（
３
）
張
著
書
、
二
四
三
〜
二
四
五
頁
に
詳
し
い
。

（
24
） 『
宋
会
要
』
食
貨
五
八
―
二
一
「
恤
災
」、
慶
元
元
年
正
月
二
十
六
日
条
、
食
貨
六
八
―
一
〇
四
「
賑
貸
」、
嘉
定
元
年
十
二
月
十
八
日
条
、『
宋
史
全
文
』

巻
三
四
、
淳
祐
七
年
（
一
二
四
七
）
六
月
甲
辰
条
等
。

（
25
）
註
（
３
）
張
著
書
、
一
〇
九
〜
一
一
一
頁
。

（
26
） 

義
倉
は
北
宋
初
め
の
建
隆
四
年
（
九
六
三
）、
全
国
に
設
置
さ
れ
、
農
民
が
税
一
石
を
納
入
す
る
毎
に
一
斗
、
即
ち
一
割
を
義
倉
に
納
め
さ
せ
、
凶
作

の
時
に
は
そ
れ
を
賑
済
・
賑
糶
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
官
の
経
営
が
杜
撰
で
、所
蔵
の
穀
物
が
他
の
使
途
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

長
続
き
せ
ず
、
そ
の
後
も
置
廃
を
繰
り
返
し
た
。
南
宋
時
代
に
な
る
と
、
義
倉
は
後
述
す
る
常
平
倉
と
同
じ
く
、
ほ
と
ん
ど
形
骸
化
・
有
名
無
実
化
し

た
と
い
わ
れ
、
臨
安
の
義
倉
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
『
宋
会
要
』
食
貨
五
三
・
六
二
「
義
倉
」
を
通
観
し
て
も
、
特
に
乾
道
年

間
以
降
、
臨
安
の
義
倉
が
機
能
し
て
い
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
宋
代
の
義
倉
に
つ
い
て
は
星
斌
夫
『
中
国
の
社
会
福
祉
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
八
八
年
）、
三
二
〜
三
三
頁
、
註
（
３
）
張
著
書
、
四
六
〜
五
〇
頁
等
を
参
照
し
た
。

（
27
） 

臨
安
の
省
倉
は
上
界
・
中
界
・
下
界
の
三
倉
か
ら
な
り
、
収
蔵
額
は
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
万
石
で
あ
っ
た
。
省
倉
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
南
宋
臨
安
の
倉
庫
」
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南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
三
五
、二
〇
一
三
年
）、
五
八
〜
六
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
）
註
（
３
）
張
著
書
、
一
〇
九
頁
。

（
29
）『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
七
六
「
賑
貸
」、
淳
煕
七
年
八
月
十
三
日
条
。

（
30
）『
宋
会
要
』
食
貨
六
八
―
七
六
「
賑
貸
」、
淳
煕
七
年
八
月
二
十
一
日
条
。

（
31
） 

註
（
２
）
寺
地
論
文
、
今
堀
誠
二
「
宋
代
常
平
倉
」（『
史
学
雑
誌
』
五
六
―
一
〇
・
一
一
、一
九
四
五
年
、
後
『
中
国
史
の
位
相
』
に
再
録
）、
同
「
宋

代
平
糴
倉
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
二
―
八
・
九
・
一
〇
、一
九
四
二
年
、
後
『
中
国
史
の
位
相
』
に
再
録
）、
註
（
26
）
星
著
書
、
註
（
３
）
張
著
書
、
註

（
27
）
拙
稿
等
。

（
32
）
以
上
、
常
平
倉
に
つ
い
て
は
同
右
拙
稿
、
六
九
〜
七
〇
頁
に
よ
る
。

（
33
）
以
上
、
豊
儲
倉
に
つ
い
て
は
同
右
拙
稿
、
七
一
〜
七
七
頁
に
よ
る
。

（
34
）
以
上
、
端
平
倉
・
平
糴
倉
・
淳
祐
倉
に
つ
い
て
は
同
右
拙
稿
、
七
七
〜
七
九
頁
に
よ
る
。

（
35
）
以
上
、
公
田
法
・
咸
淳
倉
に
つ
い
て
は
同
右
拙
稿
、
八
〇
〜
八
三
頁
に
よ
る
。

（
36
） 

北
宋
の
元
祐
年
間
（
一
〇
八
六
〜
九
三
）、
杭
州
を
含
む
浙
西
一
帯
が
水
害
・
旱
害
に
襲
わ
れ
饑
饉
に
陥
っ
た
際
、
知
杭
州
の
蘇
軾
が
行
っ
た
飢
餓
対

策
は
、
常
平
倉
の
所
蔵
米
を
用
い
た
賑
糶
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
賑
糶
・
賑
済
用
の
主
な
倉
庫
が
他
に
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
米
を
無
償
で
給
与

す
る
賑
済
を
行
っ
た
の
で
は
、
後
に
何
も
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
蘇
軾
の
施
策
に
つ
い
て
は
近
藤
一
成
「
知
杭
州
蘇
軾
の
救
荒
策
―
―
宋

代
文
人
官
僚
政
策
考
―
―
」（『
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
一
集
―
―
宋
代
の
社
会
と
文
化
―
―
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
、
後
『
宋
代
中
国
科
挙

社
会
の
研
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
に
再
録
）
に
詳
し
い
。

（
37
） 

勧
分
に
関
す
る
専
論
と
し
て
李
華
瑞
「
勧
分
与
宋
代
救
荒
」（『
中
国
経
済
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
―
一
）
が
挙
げ
ら
れ
る
他
、
註
（
３
）
張
著
書
等
に

お
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
（
一
二
六
〜
一
三
四
頁
）。

（
38
） 

勧
分
の
賞
格
の
内
容
や
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
同
右
李
論
文
、
五
四
〜
五
六
頁
、
張
著
書
、
一
二
七
〜
一
二
九
頁
等
に
お
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
南
宋
で
は
、
賞
格
は
紹
興
元
年
・
乾
道
七
年
に
発
布
さ
れ
、
特
に
後
者
が
以
後
の
基
準
と
な
っ
た
。
ま
た
両
者
を
比
較
す
る
と
、
後
者
は
前
者
に

比
べ
、
勧
分
に
応
じ
た
者
に
対
す
る
優
遇
の
度
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
嘉
定
二
年
に
は
免
役
も
賞
格
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
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（
39
） 

勧
分
の
強
制
化
と
そ
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
同
右
李
論
文
五
七
〜
六
一
頁
、
張
著
書
一
二
九
〜
一
三
四
頁
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

に
よ
れ
ば
、
勧
分
の
強
制
は
北
宋
の
真
宗
時
代
（
九
九
七
〜
一
〇
二
二
）
か
ら
既
に
見
ら
れ
る
が
、
南
宋
時
代
に
入
る
と
一
層
顕
著
と
な
り
、
有
力
者

だ
け
で
な
く
、
中
下
戸
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
40
）
科
糶
に
つ
い
て
は
郷
村
の
事
例
で
あ
る
が
、
董

の
『
救
荒
活
民
書
』
巻
二
「
勧
分
」
に

　
　
　
　

  

一
、
淳
熈
間
、
臣
寮
上
言
、
州
県
荒
政
、
所
謂
勧
分
者
、
蓋
以
豪
家
富
室
、
儲
積
既
多
、
因
而
勧
之
賑
発
、
以
恵
窮
民
、
以
済
郷
里
、
此
亦
所
当
然
。

臣
訪
聞
、
去
歳
州
県
勧
諭
賑
糶
、
乃
有
不
問
有
無
、
只
以
戸
等
髙
下
、
科
定
数
目
、
俾
之
出
備
賑
糶
。
於
是
吏
乗
為
姦
、
多
少
任
情
、
至
有
人
戸

名
係
上
等
、
家
実
貧
窘
、
至
鬻
田
糴
米
、
以
応
期
限
、
而
豪
民
得
以
計
免
者
。
其
余
乗
日
中
之
急
、
済
其
姦
利
、
縁
此
多
受
其
害
。

　
　

 

と
あ
り
、
現
実
の
米
の
所
蔵
額
を
無
視
し
て
、
戸
等
に
基
づ
き
強
制
的
・
機
械
的
に
勧
分
の
名
目
で
賑
糶
を
割
り
当
て
る
た
め
、
田
地
を
売
り
払
っ
て

ま
で
賑
糶
用
の
米
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
い
る
一
方
、
米
を
豊
富
に
所
蔵
し
て
い
る
豪
民
に
は
策
を
弄
し
て
賑
糶
を
免
れ
る
者
が
い
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
現
場
で
実
務
に
あ
た
る
胥
吏
の
不
正
も
多
く
、
そ
れ
が
事
態
を
悪
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
右
の
史
料
の

続
き
に
は

　
　
　
　

 

臣
窃
見
、
朝
廷
重
立
賞
格
、
勧
諭
賑
糶
、
已
是
詳
備
、
所
有
用
等
則
科
糶
、
理
宜
禁
止
。
臣
愚
欲
望
、
睿
旨
下
諸
路
漕
臣
、
厳
戒
所
部
、
如
有
依

前
用
等
則
科
糶
、
即
許
按
劾
。
仍
許
人
戸
越
訴
、
重
作
施
行
、
尋
得
旨
、
止
行
勧
諭
、
毋
得
科
抑
、
則
聖
意
誠
知
科
抑
之
弊
擾
民
矣
。

　
　

 

と
あ
り
、
科
糶
、
即
ち
戸
等
に
応
じ
て
強
制
的
に
賑
糶
を
課
す
こ
と
を
禁
止
し
、
あ
く
ま
で
も
勧
諭
に
よ
っ
て
賑
糶
を
行
わ
せ
る
よ
う
奏
請
が
な
さ
れ

て
い
る
。
郷
村
で
は
勧
分
の
名
を
借
り
た
賑
糶
の
強
制
が
科
糶
と
呼
ば
れ
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
上
已
見
箚
子
」
に
見
え
る
科
糶

も
、
郷
村
に
お
け
る
も
の
と
同
様
に
、
名
目
上
は
勧
分
で
あ
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
賑
糶
を
強
要
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
41
） 

閉
糴
は
、
商
人
が
凶
作
の
時
に
食
糧
の
価
格
騰
貴
を
見
越
し
て
売
り
惜
し
み
を
す
る
こ
と
を
指
す
場
合
も
あ
り
、
そ
の
際
に
は
斂
糴
と
も
呼
ば
れ
た
。

閉
糴
の
語
義
用
法
に
つ
い
て
は
、
日
野
開
三
郎
「
唐
代
の
閉
糴
と
禁
銭
」（『
史
淵
』
一
九
、一
九
三
八
年
、
後
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
五
、

三
一
書
房
、
一
九
八
二
年
に
再
録
）、
金
勇
強
・
熊
梅
「
災
荒
中
的
粮
食
流
通
困
局
：
宋
代
遏
糴
与
禁
遏
糴
現
象
考
察
」（『
中
国
農
史
』
二
〇
一
三
年
―

三
）
等
に
お
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
語
義
以
外
に
も
、
宋
代
の
遏
糴
に
対
し
て
網
羅
的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
42
）
註
（
37
）
李
論
文
、
五
五
〜
五
六
頁
。



六
五

南
宋
臨
安
の
食
糧
問
題

（
43
） 

明
清
時
代
の
搶
米
に
関
し
て
は
、例
え
ば
堀
地
明
『
明
清
食
糧
騒
擾
研
究
』（
汲
古
書
院
、二
〇
一
一
年
）
が
史
料
を
博
捜
し
た
上
で
詳
細
な
検
討
を
行
っ

て
い
る
。
本
書
は
都
市
に
お
け
る
飢
餓
の
状
況
や
対
策
に
つ
い
て
も
詳
し
い
検
討
を
加
え
て
お
り
、
参
考
に
な
る
部
分
が
多
い
。

（
44
） 
臨
安
を
含
む
宋
代
の
都
市
に
お
い
て
、
官
僚
・
士
人
・
裕
福
な
商
人
等
が
個
人
的
に
行
っ
た
貧
民
・
飢
民
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
註
（
３
）

「
論
宋
代
江
南
城
市
的
社
会
救
助
」
に
お
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
（
一
八
〜
一
九
頁
）
が
、
そ
の
実
態
や
官
が
実
施
し
た
対
策
と
の
関
係
等
、
今
後

さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
べ
き
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
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